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日
露
戦
争
期
に
お
け
る
非
戦
論
と
天
皇
制
受
容
の
「
論
理
」

―
幸
徳
秋
水
と
内
村
鑑
三
を
め
ぐ
っ
て
―

井
之
上

大

輔

一

は
じ
め
に
（
問
題
設
定
）

日
清
戦
争
後
、
清
国
の
弱
体
化
に
乗
じ
た
欧
米
列
強
は
、
同
国
に
勢
力
範
囲
を

つ
ぎ
つ
ぎ
と
設
定
し
て
い
っ
た
。
な
か
で
も
、
三
国
干
渉
以
来
、
当
時
の
日
本
に

と
っ
て
最
大
の
脅
威
で
あ
り
仮
想
敵
国
で
あ
っ
た
ロ
シ
ア
は
、
一
八
九
八
（
明
治

三
一
）
年
に
遼
東
半
島
の
旅
順
・
大
連
を
租
借
し
、
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年

の
北
清
事
変
を
機
に
満
州
を
事
実
上
占
領
し
た
。
北
京
議
定
書
調
印
後
も
満
州
か

ら
撤
退
し
な
か
っ
た
ロ
シ
ア
は
、
列
強
の
非
難
を
受
け
、
一
九
〇
二（
明
治
三
五
）

年
四
月
に
清
国
と
満
州
撤
兵
協
約
を
結
び
、
一
〇
月
期
限
の
第
一
次
撤
兵
を
実
行

し
た
。
し
か
し
、
翌
年
四
月
期
限
の
第
二
次
撤
兵
が
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も

あ
っ
て
、
こ
の
頃
か
ら
日
本
の
世
論
は
対
露
強
硬
路
線
へ
と
急
激
に
傾
斜
し
て

い
っ
た
。

主
戦
論
の
煽
動
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）

年
六
月
、
東
京
帝
国
大
学
教
授
戸
水
寛
人
ら
が
政
府
（
桂
太
郎
内
閣
）
に
提
出
し

た
「
七
博
士
意
見
書
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
朝
鮮
を
確
保
す
る
た
め
に
も
、
満

州
問
題
に
妥
協
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
対
露
強
硬
路
線
を
迫
る
も
の
で
あ
っ

た
。
つ
い
で
、
貴
族
院
議
長
近
衛
篤
麿
を
会
長
と
す
る
対
露
同
志
会
も
、
保
守
政

治
家
や
頭
山
満
な
ど
の
右
翼
を
結
集
さ
せ
て
開
戦
を
煽
り
、
第
三
次
撤
兵
期
限
の

一
〇
月
八
日
を
過
ぎ
て
も
ロ
シ
ア
が
撤
兵
を
実
行
し
な
い
こ
と
が
明
確
に
な
る

と
、
世
論
は
全
面
的
に
主
戦
論
へ
と
傾
い
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
、
朝
報
社
の
社
主
で
あ
っ
た
黒
岩
涙
香
も
、
社
説「
戦

は
避
く
可
か
ら
ざ
る
か
」
を
掲
載
し
て
主
戦
論
に
転
じ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、『
万

朝
報
』
紙
上
で
非
戦
論
を
展
開
し
て
い
た
幸
徳
秋
水
や
堺
利
彦
、
そ
し
て
内
村
鑑

三
が
朝
報
社
を
退
社
し
、幸
徳
と
堺
は
週
刊『
平
民
新
聞
』（
以
下
、『
平
民
新
聞
』）

に
お
い
て
、
内
村
は
『
聖
書
之
研
究
』
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
非
戦
論
の
論
陣
を

張
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
が
、
日
露
開
戦
前
夜
の
状
況
で
あ
る
が
、
本
稿
は
、
そ
の
当
時
に
お
け
る

非
戦
論
を
、
幸
徳
秋
水
と
内
村
鑑
三
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
し
、
つ
い
で
そ
の
両

者
に
お
い
て
天
皇
制
が
ど
の
よ
う
な
「
論
理
」
の
も
と
で
受
容
さ
れ
て
い
た
の
か

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
問
題
を
設
定
し
た
の
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は
、
日
露
戦
争
期
に
お
い
て
最
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
鋭
い
体
制
批
判
（
非
戦
論
）
を

展
開
し
た
と
さ
れ
る
幸
徳
や
内
村
に
お
い
て
で
さ
え
、
近
代
天
皇
制
支
配
の
「
論

理
」（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
が
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
、
そ

う
す
る
こ
と
で
ひ
い
て
は
そ
の
「
論
理
」
を
支
え
る
宗
教
性
（
神
道
的
宗
教
性
）

の
問
題
に
も
少
な
か
ら
ず
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
に
他

な
ら
な
い
。

幸
徳
と
内
村
の
非
戦
論
に
つ
い
て
は
膨
大
な
先
行
研
究
が
あ
り
、
ま
た
両
者
が

天
皇
や
皇
室
を
深
く
敬
愛
し
て
い
た
こ
と
も
す
で
に
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
さ
れ
て
き
た
（1）

。
本
稿
で
は
、
従
来
の
通
説
的
理
解
に
基
づ
き
な
が
ら
、
あ

く
ま
で
も
近
代
天
皇
制
支
配
を
下�

か�

ら�

支�

え�

た�

宗�

教�

性�

、
す
な
わ
ち
神
道
的
宗
教

性
の
問
題
を
議
論
の
射
程
に
入
れ
つ
つ
拙
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。

二

幸
徳
秋
水
の
非
戦
論

『
平
民
新
聞
』
第
一
号
（2）

の
冒
頭
に
は
、「
自
由
、
平
等
、
博
愛
は
人
生
世
に
在

る
所
以
の
三
大
要
義
也
」
と
は
じ
ま
る
「
宣
言
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
宣

言
」
は
、
最
初
に
幸
徳
が
立
案
執
筆
し
、
さ
ら
に
堺
利
彦
と
推
敲
を
重
ね
て
で
き

あ
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、「
吾
人
は
人
類
を
し
て
博
愛
の
道
を
尽
さ

し
め
ん
が
為
め
に
平
和
主
義
を
唱
道
す
、
故
に
人
種
の
区
別
、
政
体
の
異
同
を
問

は
ず
、
世
界
を
挙
げ
て
軍
備
を
撤
去
し
、
戦
争
を
禁
絶
せ
ん
こ
と
を
期
す
」
な
ど

と
宣
言
さ
れ
て
お
り
、
続
く
「
発
刊
の
序
」
で
は
、
創
刊
の
理
由
を
「
平
民
新
聞

は
、
人
類
同
胞
を
し
て
、
他
年
一
日
平
民
主
義
、
社
会
主
義
、
平
和
主
義
の
理
想

境
に
到
達
せ
し
む
る
の
一
機
関
に
供
せ
ん
が
為
め
に
創
刊
す
」
と
明
か
し
て
い

る
。「
宣
言
」
は
、
日
本
最
初
の
社
会
主
義
政
党
で
あ
る
社
会
民
主
党
の
基
本
的

な
立
場
を
踏
襲
し
て
い
る
が
、「
自
由
・
平
等
・
博
愛
」
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
革
命

以
来
の
標
語
も
掲
げ
ら
れ
、
自
由
民
権
思
想
や
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
も
見
ら
れ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
幸
徳
や
堺
の
立
場
は
、
社
会
主
義＝

議
会
政
策
を
基
本
と
す
る

ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
的
な
そ
れ
で
あ
り
、「
国
法
の
許
す
範
囲
に
於
て
多
数
人
類

の
輿
論
を
喚
起
し
、
多
数
人
類
の
一
致
協
同
を
得
る
に
在
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
、
夫

の
暴
力
に
訴
へ
て
快
を
一
時
に
取
る
が
如
き
は
、
吾
人
絶
対
に
之
を
非
認
す
」
と

あ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
直
接
行
動
論
は
展
開
さ
れ
て
い
な
い
。

幸
徳
は
、『
廿
世
紀
之
怪
物
帝
国
主
義
』（
一
九
〇
一
年
刊
）
や
『
社
会
主
義
神

髄
』（
一
九
〇
三
年
刊
）
の
執
筆
を
通
し
て
、
資
本
主
義
の
経
済
構
造
に
対
す
る

科
学
的
な
分
析
力
を
身
に
付
け
て
い
く
。
そ
し
て
、『
平
民
新
聞
』
紙
上
に
お
い

て
は
、
次
の
よ
う
に
帝
国
主
義
戦
争
の
本
質
、
お
よ
び
資
本
主
義
と
の
関
係
を
衝

い
て
い
る
。

吾
人
の
所
見
に
依
れ
ば
今
の
国
際
戦
争
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
翁
の
言
へ
る
が
如

く
、
単
に
人
々
が
耶
蘇
の
教
義
を
忘
却
せ
る
が
為
め
に
あ
ら
ず
し
て
、
実
に

列
国
経
済
的
競
走
の
激
甚
な
る
に
在
り
、
而
し
て
列
国
経
済
的
競
走
の
激
甚

な
る
は
、
現
時
の
社
会
組
織
が
資
本
家
制
度
を
以
て
其
基
礎
と
な
す
に
在
り

…
…
故
に
将
来
国
際
間
の
戦
争
を
滅
絶
し
て
其
惨
害
を
避
け
ん
と
欲
せ
ば
、

現
時
の
資
本
家
制
度
を
顚
覆
し
て
、
社
会
主
義
的
制
度
を
以
て
之
に
代
へ
ざ

る
可
ら
ず
。（3）

幸
徳
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
非
戦
論
に
深
い
敬
意
を
示
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ト

ル
ス
ト
イ
が
戦
争
の
原
因
を
キ
リ
ス
ト
教
の
喪
失
に
よ
る
個
人
の
堕
落
に
求
め
て

い
た
こ
と
に
対
し
て
、社
会
主
義
、唯
物
論
の
立
場
か
ら
鋭
く
批
判
し
た
の
で
あ
っ

一
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た
。
非
戦
論
の
先
駆
的
存
在
と
さ
れ
る
北
村
透
谷
が
、
ト
ル
ス
ト
イ
同
様
、
戦
争

の
原
因
を
人
間
の
心
的
領
域
の
問
題
に
求
め
て
い
た
た
め
に
、
そ
の
平
和
論
が
現

実
の
帝
国
主
義
に
対
し
て
無
力
で
あ
っ
た
こ
と
は
別
稿
で
論
じ
た
が
（4）

、
こ
れ
に

比
べ
、
幸
徳
が
当
時
の
帝
国
主
義
の
実
態
を
的
確
に
捉
え
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
ま
た
、
幸
徳
は
次
の
よ
う
に
も
論
じ
て
い
る
。

実
際
に
於
て
宣
戦
媾
和
の
関
鍵
を
握
る
者
は
、
一
種
の
金
貸
業
者
に
非
ず

や
、
彼
の
銀
行
者
と
名
く
る
金
貸
業
者
に
あ
ら
ず
や
。（5）

戦
争
は
常
に
政
治
家
、
資
本
家
の
為
め
に
戦
は
る
ゝ
の
み
、
領
土
や
市
場
や

常
に
政
治
家
、
資
本
家
の
為
め
に
開
か
る
ゝ
の
み
、
多
数
国
民
、
多
数
労
働

者
、
多
数
貧
者
の
与
り
知
る
所
に
あ
ら
ざ
る
也
。（6）

戦
争
は
一
部
の
政
治
家
や
金
融
・
資
本
家
の
利
益
の
た
め
に
起
こ
さ
れ
、
犠
牲

と
な
る
の
は
国
民
大
多
数
の
労
働
者
や
貧
者
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
幸
徳

は
、
戦
争
の
階
級
的
性
格
を
明
確
に
指
摘
し
、
そ
し
て
そ
の
根
本
的
解
決
を
「
資

本
家
階
級
の
全
廃
」（7）
に
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。

幸
徳
は
、
こ
の
よ
う
な
戦
争
観
を
持
ち
得
た
が
ゆ
え
に
、
戦
争
の
犠
牲
と
な
る

一
般
兵
士
や
庶
民
へ
視
線
を
注
ぎ
、
深
い
同
情
を
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る
。

嗚
呼
従
軍
の
兵
士
、諸
君
の
田
畝
は
荒
れ
ん
、諸
君
の
業
務
は
廃
せ
ら
れ
ん
、

諸
君
の
老
親
は
独
り
門
に
倚
り
、
諸
君
の
妻
児
は
空
し
く
飢
に
泣
く
…
…
嗚

呼
吾
人
今
や
諸
君
の
行
を
止
む
る
に
由
な
し
、
吾
人
の
為
し
得
る
所
は
、
唯

諸
君
の
子
孫
を
し
て
再
び
此
惨
事
に
会
す
る
無
ら
し
め
ん
が
為
め
に
、
今
の

悪
制
度
廃
止
に
尽
力
せ
ん
の
み
、
諸
君
が
朔
北
の
野
に
奮
進
す
る
が
如
く
、

吾
人
も
亦
悪
制
度
廃
止
の
戦
場
に
向
つ
て
奮
進
せ
ん
、
諸
君
若
し
死
せ
ば
諸

君
の
子
孫
と
共
に
為
さ
ん
、
諸
君
生
還
せ
ば
諸
君
と
与
に
為
さ
ん
。（8）

幸
徳
が
述
べ
る
よ
う
に
、
戦
争
の
最
大
の
犠
牲
者
は
い
つ
の
時
代
も
無
名
の
庶

民
で
あ
る
。
貧
困
に
苦
し
む
社
会
的
弱
者
へ
の
深
い
眼
差
し
を
有
し
た
幸
徳
の
非

戦
論
は
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
弾
圧
や
迫
害
に
屈
し
な
い
強
靱
さ
を
持
っ
て
い

た
。
戦
争
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
悲
惨
な
現
実
こ
そ
が
、
幸
徳
を
非
戦
論
へ
と

突
き
動
か
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

吾
人
は
断
じ
て
非
戦
論
を
止
め
じ
、
吾
人
は
之
が
為
め
に
如
何
の
憎
悪
、
如

何
の
嘲
罵
、
如
何
の
攻
撃
、
如
何
の
迫
害
を
受
く
る
と
雖
も
、
断
じ
て
吾
人

の
非
戦
論
を
止
め
じ
。
／
彼
の
満
州
の
野
に
於
け
る
数
十
万
の
兵
士
及
び
其

家
族
が
現
に
受
け
つ
ゝ
あ
る
無
限
の
疾
苦
悲
痛
の
惨
状
に
比
し
来
れ
ば
、
吾

人
に
対
す
る
粉
々
た
る
憎
悪
、
嘲
罵
、
攻
撃
、
迫
害
の
如
き
は
、
寧
ろ
一
発

の
屁
の
み
。（9）

た
だ
し
、
こ
う
し
た
幸
徳
の
非
戦
論
の
前
提
に
は
、
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
問

題
点
が
あ
る
。
一
つ
は
、
北
清
事
変
に
対
す
る
『
万
朝
報
』
紙
上
に
お
け
る
一
連

の
帝
国
主
義
的
な
論
調
の
問
題
で
あ
り
（10）

、
い
ま
一
つ
は
、
天
皇
や
皇
室
に
対
す

る
敬
愛
感
情
の
問
題
で
あ
る
。
特
に
後
者
に
関
し
て
、
帝
国
主
義
を
辛
辣
に
批
判

す
る
よ
う
に
な
っ
た
幸
徳
は
同
時
に
、「
日
本
の
皇
帝
は
独
逸
の
年
少
皇
帝
と
異

り
。
戦
争
を
好
ま
ず
し
て
平
和
を
重
ん
じ
給
ふ
、
圧
政
を
好
ま
ず
し
て
自
由
を
重

ん
じ
給
ふ
、
一
国
の
為
め
に
野
蛮
な
る
虚
栄
を
喜
は
す
し
て
、
世
界
の
為
め
に
文

明
の
福
利
を
希
ひ
給
ふ
。
決
し
て
今
の
所
謂
愛
国
主
義
者
、
帝
国
主
義
者
に
在
ら

せ
ら
れ
さ
る
に
似
た
り
」（11）
と
、
天
皇
（
明
治
天
皇
）
に
対
し
て
は
平
和
的
で
自

由
主
義
的
な
幻
想
を
抱
い
て
も
い
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
い
で
、
仁
徳
天
皇
や
醍
醐

天
皇
の
政
治
を
引
き
合
い
に
出
し
て
「
完
全
な
る
民
主
々
義
」
と
表
現
し
、
次
の

一
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よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

夫
れ
所
謂
民
主
々
義
を
以
て
、
共
和
政
治
の
専
有
物
と
な
し
、
立
君
政
治
と

両
立
せ
ず
と
信
ず
る
者
あ
ら
ば
、是
れ
大
な
る
誤
り
也
、堯
舜
は
実
に
民
主
々

義
者
な
り
き
、
禹
湯
文
武
も
民
主
々
義
者
な
り
き
、
而
し
て
古
来
其
君
主
の

尤
も
完
全
に
、
尤
も
熱
心
に
之
を
執
持
し
代
表
し
実
行
せ
る
は
、
実
に
我
日

本
に
如
く
は
な
し
、
我
万
世
一
系
の
宝
祚
、
宇
内
に
冠
絶
し
て
、
振
々
無
窮

に
栄
ふ
る
所
以
、
豈
に
偶
然
な
ら
ん
や
。（12）

幸
徳
は
、
民
主
主
義
の
理
想
を
日
本
の
天
皇
（
制
）
に
見
出
し
、
そ
の
「
万
世

一
系
の
宝
祚
」
を
も
誇
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
幸
徳
が
天
皇
や
皇
室
を
敬
愛
し
、
例
え
ば
同
時
代
の
社
会
主
義

者
で
あ
る
木
下
尚
江
の
よ
う
に
鋭
い
「
国
体
」（
天
皇
制
）
批
判
を
な
し
得
ず
、

む
し
ろ
そ
の
天
皇
制
批
判
に
嫌
悪
感
す
ら
持
っ
て
い
た
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の

か
（13）

。
次
に
、
こ
の
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

三

幸
徳
秋
水
の
天
皇
・
皇
室
観

幸
徳
の
社
会
主
義
思
想
や
非
戦
論
の
基
盤
に
、
儒
教
（
特
に
孟
子
の
そ
れ
）
が

あ
っ
た
こ
と
は
し
ば
し
ば
先
行
研
究
が
指
摘
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
（14）

。
幸
徳
自

身
、「
小
生
は
無
神
論
者
に
て
所
謂
『
宗
教
信
者
』
に
あ
ら
ざ
る
も
、
孔
子
を
尊

敬
し
…
…
小
生
は
儒
教
よ
り
社
会
主
義
に
入
り
候
」（15）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
幸

徳
は
、「
起
て
、
世
界
人
類
の
平
和
を
愛
し
、
幸
福
を
重
ん
じ
、
進
歩
を
希
ふ
の

志
士
、
仁
人
は
起
て
。
起
つ
て
社
会
主
義
の
弘
通
と
実
行
と
に
力
め
よ
」（16）
と
、

社
会
主
義
を
実
行
す
る
主
体
を
、「
志
士
仁
人
」
と
い
う
少
数
の
自
己
犠
牲
的
な

イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
に
求
め
て
い
た
。
幸
徳
は
、
議
会
政
策
主
義
か
ら
直
接
行
動

主
義
へ
と
転
換
し
て
い
く
な
か
で
、「
我
日
本
の
社
会
主
義
運
動
は
、
今
後
議
会

政
策
を
執
る
こ
と
を
止
め
て
、
一
に
団
結
せ
る
労
働
者
の
直
接
行
動
を
以
て
其
手

段
方
針
と
な
さ
ん
こ
と
を
望
む
の
で
あ
る
」（17）
、「
今
後
の
革
命
は
二
三
豪
傑
の
や

る
の
で
な
い
、
革
命
党
、
ジ
ヤ
コ
バ
ン
党
な
ど
の
一
党
一
派
の
や
る
の
で
な
い
、

平
民
全
体
が
や
る
の
で
す
」（18）
、「
今
後
は
共
産
党
、
革
命
党
の
革
命
で
な
く
て
、

ド
ウ
し
て
も
平
民
自
身
が
や
る
革
命
で
な
く
て
は
な
り
ま
す
ま
い
」（19）
な
ど
と
、

革
命
の
主
体
を
平
民
や
労
働
者
に
求
め
る
よ
う
に
は
な
る
。

し
か
し
、
総
じ
て
言
う
な
ら
ば
、
幸
徳
が
同
情
の
眼
差
し
を
向
け
た
民
衆
は
救�

済�

の�

対�

象�

で
し
か
な
く
、
ひ
い
て
は
人
格
の
尊
厳
を
共�

有�

す�

る�

主�

体�

と
し
て
は
認

め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
幸
徳
の
思
想
的
基
盤
に
あ

る
儒
教
が
、
封
建
的
な
そ
れ
で
は
な
く
、「
民
意
」
を
重
ん
じ
る
孟
子
的
な
そ
れ

で
あ
り
、
い
く
ら
自
由
民
権
思
想
に
よ
っ
て
近
代
性
が
付
与
さ
れ
て
い
た
と
し
て

も
、
そ
れ
が
儒
教
で
あ
る
限
り
、
結
局
は
世�

俗�

内�

的
「
超
越
性
」
に
止
ま
り
、
そ

の
本
質
は
�
支
配
の
論
理
�
で
貫
徹
さ
れ
て
い
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
幸
徳
は
無
自
覚
の
う
ち
に
内
面
化
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
愚
民
観
を
克

服
し
得
ず
、
尊
厳
に
お
い
て
民
衆
を
捉
え
、
支
配
―
被
支
配
の
現
存
秩
序
を
超
え

て
い
く
超
越
的
な
普
遍
原
理
性
を
自
ら
の
運
動
の
な
か
で
獲
得
で
き
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
。「
我
等
の
第
一
着
の
事
業
は
平
民
の
教
育
、
思
想
の
開
拓
に
在
る
」

（20）

と
い
う
発
言
に
は
、
や
は
り
�
上
か
ら
�
民
衆
を
導
く
と
い
う
、「
志
士
仁
人
」

と
し
て
の
エ
リ
ー
ト
意
識
が
潜
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
幸
徳
が
、
真
に
民

衆
的
基
盤
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
儒
教
的
思
考
を
相
対
化
し
、
克
服
せ
ん

と
す
る
営
み
が
必
要
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

一
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幸
徳
が
、現
実
の
帝
国
主
義
戦
争
を
鋭
く
分
析
し
、当
時
に
お
い
て
最
も
ラ
デ
ィ

カ
ル
な
非
戦
論
を
展
開
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
思
想

的
基
盤
が
儒
教
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
そ
こ
に
は
や
は
り
い
く
つ
か
の
問
題
性
が

孕
ま
れ
て
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
そ
の
問
題
性
が
顕
著
に
表
面

化
し
て
い
る
の
が
、
幸
徳
自
身
の
天
皇
・
皇
室
観
に
お
い
て
で
あ
る
。

「
社
会
主
義
と
国
体
」
と
い
う
論
説
は
、
幸
徳
の
天
皇
制
理
解
を
考
察
す
る
上

で
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
彼
の
儒
教
的
思
考
の
負
の
影
響
が
縮

図
的
に
表
れ
て
い
る
。
周
知
の
該
当
箇
所
を
引
用
し
よ
う
。

衆
と
偕
に
楽
む
と
言
つ
た
文
王
の
如
き
社
会
主
義
者
は
、
喜
ん
で
奉
戴
せ
ん

と
す
る
所
で
あ
る
、
而
し
て
我
日
本
の
祖
宗
列
聖
の
如
き
、
殊
に
民
の
富
は

朕
の
富
な
り
と
宣
ひ
し
仁
徳
天
皇
の
大
御
心
の
如
き
は
、
全
く
社
会
主
義
と

一
致
契
合
す
る
も
の
で
、
決
し
て
矛
盾
す
る
所
で
は
な
い
の
で
あ
る
、
否
な

日
本
の
皇
統
一
系
連
綿
た
る
は
、
実
に
祖
宗
列
聖
が
常
に
社
会
人
民
全
体
の

平
和
と
進
歩
と
幸
福
と
を
目
的
と
せ
ら
れ
た
る
が
為
め
に
、
斯
る
繁
栄
を
来

し
た
の
で
あ
る
、
是
れ
実
に
東
洋
の
社
会
主
義
者
が
誇
り
と
す
る
所
で
あ
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
、
故
に
予
は
寧
ろ
社
会
主
義
に
反
対
す
る
も
の
こ
そ
、
反
つ
て

国
体
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
歟
と
思
ふ
。（21）

幸
徳
に
お
い
て
は
、
文
王
の
政
治
、
す
な
わ
ち
孟
子
が
理
想
と
し
た
王
道
政
治

が
仁
徳
天
皇
の
「
大
御
心
」
と
も
リ
ン
ク
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
社
会
主

義
の
理
想
的
な
あ
り
方
と
な
る
の
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
幸
徳
は
、「
皇

統
一
系
」
を
否
定
的
に
踏
ま
え
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
幸
徳
が
、
後
に

反
天
皇
論
者
へ
と
思
想
転
換
し
て
い
っ
た
と
い
う
議
論
に
つ
い
て
は
、
後
で
触
れ

る
）。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、「
国
体
」（
天
皇
制
）
と
の
正
面
衝
突
を
回
避
す
る
た

め
の
幸
徳
な
り
の
苦
心
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
一
定
の
思
想
や
信
仰
を
担
う
主
体
を
考
察
対
象
と
す
る
場
合
、
当
該
の
歴
史

的
制
約
を
考
慮
し
て
も
な
お
、
そ
の
時
代
状
況
を
超
え
て
い
く
思
想
的
・
信
仰
的

営
為
の
有
無
を
見
極
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
幸
徳
に
限
ら
ず
、
天

皇
制
と
の
対
決
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
そ
の
姿
勢
自
体
は
、
や
は
り
問
題
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

幸
徳
が
、『
中
央
新
聞
』や『
万
朝
報
』の
記
者
時
代
に
、「
大
森
駅
奉
送
記
」（22）
、

「
御
信
任
」、「
立
皇
太
子
妃
の
盛
儀
を
賀
し
奉
る
文
」、「
皇
太
子
殿
下
の
大
礼
を

賀
し
奉
る
」、「
皇
室
と
人
民
」、「
勅
語
下
る
」、「
日
本
の
民
主
主
義
」（23）
な
ど
と

題
し
て
、
天
皇
や
皇
室
へ
の
崇
敬
に
満
ち
た
記
事
を
書
い
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
（24）

。
こ
の
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
る
と
、
無
神
論
者
で
あ
り
信
仰
者
で

な
い
と
自
認
す
る
幸
徳
で
あ
っ
て
も
、
天
皇
制
は
も
と
よ
り
、
そ
れ
と
密
接
不
可

分
な
「
皇
統
一
系
」
の
宗
教
性
、
す
な
わ
ち
国
家
神
道
が
批
判
の
対
象
と
さ
れ
て

い
た
と
は
や
は
り
考
え
に
く
い
。
幸
徳
の
一
見
徹
底
し
た
無
神
論
は
、
神
道
「
非

宗
教
」「
超
宗
教
」
論
に
擬
装
さ
れ
た
国
家
神
道
を
支
え
こ
そ
す
れ
、
そ
の
支
配

や
宗
教
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
は
、
幸
徳
の
師
で
あ
り
、
そ
の
晩
年
に
「
無
神
無
霊
魂
」
を
唱
え

た
唯
物
論
者
の
中
江
兆
民
（25）

に
も
共
通
す
る
問
題
で
あ
る
。
中
江
は
招
魂
社
（
靖

国
神
社
）
に
参
拝
し
、
次
の
よ
う
な
感
慨
を
吐
露
し
た
経
歴
が
あ
る
。

招
魂
祠
は
兵
士
の
王
事
に
死
す
る
者
を
祀
る
な
り
…
…
余
、
南
門
よ
り
入
り

て
殿
前
に
拝
し
…
…
顧
う
に
彼
の
忠
義
の
徒
、
王
愾
に
敵
し
国
讐
を
討
ち
法

令
を
守
る
こ
と
こ
れ
重
く
、
以
て
其
の
軀
命
を
殞
し
、
祭
祀
の
礼
備
わ
ら
ざ

る
な
く
築
造
の
観
具
わ
ら
ざ
る
な
く
し
て
悠
然
と
長
逝
す
、
其
の
魂
其
の
魄

一
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将
た
安
く
に
在
り
て
尚
お
以
て
朽
ち
ず
と
謂
う
べ
き
か
、
是
に
於
て
余
悵
然

と
し
て
去
る
能
わ
ず
、
偶
ま
樹
梢
に
凄
風
の
起
る
を
見
る
。
僾
然
と
し
て
塵

寰
を
罨
被
し
、
其
の
中
に
娑
婆
と
し
て
動
く
も
の
あ
る
が
如
く
、
人
を
し
て

竦
然
と
し
て
毛
を
豎
た
し
む
、
余
覚
え
ず
絶
叫
し
て
曰
く
、
猗
与
精
霊
は
死

せ
ず
、
猗
与
精
霊
は
死
せ
ず
、
と
。（26）

こ
の
よ
う
に
「
忠
義
の
徒
」
に
哀
悼
の
意
を
表
し
、
招
魂
社
に
参
拝
し
て
「
精

霊
」
の
存
在
を
も
認
め
る
中
江
は
、
自
由
民
権
論
者
と
し
て
出
発
し
て
い
く
そ
の

最
初
の
段
階
で
す
で
に
、
招
魂
祭
祀
（
靖
国
信
仰
）
に
対
し
て
無
防
備
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
中
江
の
こ
の
立
場
性
は
、
生
涯
を
通
し
て
一
貫
し
て
い
た
。

差
し
迫
っ
た
死
を
前
に
執
筆
し
た
『
一
年
有
半
』（
一
九
〇
一
年
刊
）
や
『
続
一

年
有
半
』（
一
九
〇
一
年
刊
）
に
お
い
て
、
中
江
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

若
し
夫
れ
国
家
に
大
功
労
有
り
た
る
人
物
の
如
き
は
、
別
に
碑
を
建
て
ゝ
之

を
表
奨
す
る
可
な
り
。（27）

若
し
夫
れ
古
昔
豪
傑
、
及
び
国
家
に
功
有
つ
た
人
物
…
…
之
を
祭
り
て
自
己

敬
虔
の
意
を
致
す
こ
と
は
別
に
不
便
な
こ
と
は
無
い
が
…
…
（28）

国
家
（
天
皇
・
皇
室
）
に
特
別
顕
著
な
功
労
あ
る
「
忠
臣
」
を
祭
神
と
す
る
別

格
官
幣
社
（
靖
国
神
社
も
そ
の
一
つ
）
の
創
建
は
、
国
家
神
道
に
基
づ
く
重
要
政

策
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
中
江
は
「
忠
臣
」
や
戦
没
者
の
慰
霊
顕
彰
を
む
し
ろ
推

奨
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、「
太
陽
、
太
陰
、
其
他
山
川
、
霊
物
等

を
神
と
し
て
之
を
崇
拝
し
之
を
祭
祀
す
る
」
よ
う
な
「
多
数
神
の
説
」
に
対
し
て

は
、
論
じ
る
に
値
し
な
い
「
淫
祠
」（29）
で
あ
る
と
し
て
、
中
江
は
徹
底
的
に
否
定

し
て
い
る
。
し
か
し
、「
釈
迦
耶
蘇
の
精
魂
は
滅
し
て
已
に
久
し
き
も
、
路
上
の

馬
糞
は
世
界
と
共
に
悠
久
で
有
る
」（30）
と
い
う
中
江
の
一
見
徹
底
し
た
そ
の
「
無

神
無
霊
魂
」
論
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
非
宗
教
」「
超
宗
教
」
と
さ
れ
た
国
家
神

道
を
対
象
外
と
し
た
と
こ
ろ
で
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
中
江
の
「
無
神
無
霊
魂
」
論＝

「
ナ
カ
エ
ニ
ス
ム
」
が
、
そ
の
弟
子
た
る

幸
徳
に
ど
れ
だ
け
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
の
か
を
、
い
ま
こ
こ
で
詳
細
に
明
ら
か

に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
幸
徳
が
中
江
同
様
、
国
家
神
道
に
対
し
て
無

批
判
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
は
、
論
理
的
に
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

四

内
村
鑑
三
の
非
戦
論

「
若
し
夫
れ
今
の
僕
の
宇
宙
観
、
人
生
観
を
問
ふ
者
あ
ら
ば
、
依
然
と
し
て
唯

物
論
者
、
科
学
的
社
会
主
義
者
也
と
報
ぜ
よ
」（31）
と
、
唯
物
論
者
、
科
学
的
社
会

主
義
者
を
自
認
し
た
幸
徳
秋
水
の
非
戦
論
に
対
し
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
普
遍
宗

教
に
根
ざ
し
た
非
戦
論
者
と
し
て
、
周
知
の
よ
う
に
内
村
鑑
三
が
い
る
。
内
村（
の

非
戦
論
）
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
�
信

仰
ゆ
え
の
葛
藤
と
反
省
�
と
い
う
テ
ー
マ
を
設
定
し
つ
つ
、
彼
の
非
戦
論
を
再
検

討
し
て
み
た
い
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
内
村
は
、
日
清
戦
争
が
開
始
さ
れ
る
と
、「JU

S-

T
IFICA

T
IO
N
FO
R
T
H
E
K
O
REA

N
W
A
R.

」
と
題
す
る
英
文
を
『T

H
E

JA
PA
N
W
EEK

LY
M
A
IL

』（
一
八
九
四
年
八
月
一
一
日
付
）
に
発
表
し
（32）

、

日
清
戦
争
が
「
欲
の
戦
争
」
で
は
な
く
、「
義
戦
」
で
あ
る
こ
と
を
世
界
に
訴
え

か
け
た
。
そ
し
て
、
そ
の
邦
訳
を
「
日
清
戦
争
の
義
」
と
題
し
て
、
徳
富
蘇
峰
が

主
宰
す
る
当
時
最
も
進
歩
的
と
さ
れ
た
『
国
民
之
友
』（
二
三
四
号
）
に
発
表
し

た
。
当
時
の
内
村
は
、
露
骨
な
帝
国
主
義
者
で
は
な
か
っ
た
が
、
や
は
り
彼
も
ま

一
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た
中
国
・
朝
鮮
蔑
視
か
ら
自
由
で
は
な
か
っ
た
。「
支
那
は
社
交
律
の
破
壊
者
な

り
、
人
情
の
害
敵
な
り
、
野
蛮
主
義
の
保
護
者
な
り
」（33）
。
こ
の
よ
う
な
蔑
視
観

は
、『
国
民
之
友
』（
二
三
七
号
）
に
発
表
さ
れ
た
「
日
清
戦
争
の
目
的
如
何
」
で

も
随
所
に
確
認
で
き
る
。
中
国
（
清
）
と
朝
鮮
は
ど
こ
ま
で
も
「
闇
愚
暴
虐
野
蛮

の
徒
」、「
蒙
昧
頑
愚
の
徒
」（34）
で
あ
り
、
日
本
は
こ
の
野
蛮
国
を
文
明
国
へ
と
導

く
「
亜
細
亜
の
教
主
」（35）
で
あ
る
、
と
内
村
は
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
内
村

は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

支
那
に
大
打
撃
を
加
ふ
る
の
必
要
（
特
に
日
本
人
の
手
を
以
て
）
は
余
輩
も

充
分
に
認
む
る
所
な
り
、
余
輩
は
我
が
軍
隊
が
此
事
に
関
し
て
は
些
少
の
遠

慮
と
遺
漏
な
か
ら
ん
事
を
欲
す
、
彼
の
懲
罰
を
要
す
る
は
天
人
共
に
許
す

所
、
吾
人
は
正
義
の
剣
を
以
て
彼
れ
積
年
の
罪
悪
を
問
は
ん
と
欲
す
、
吾
人

の
外
征
に
加
刑
的
の
性
あ
る
事
は
吾
人
何
人
も
疑
は
ざ
る
所
な
り
。（36）

支
那
討
滅
論
は
迂
謬
の
最
も
甚
だ
し
き
も
の
な
る
事
を
、
是
れ
吾
人
の
目
的

を
達
せ
ん
と
欲
し
て
反
て
之
を
破
る
の
論
な
り
、
吾
人
の
目
的
は
文
化
を
東

洋
に
敷
き
永
く
其
平
和
と
進
歩
を
計
る
に
あ
り
、
而
し
て
東
洋
の
平
和
は
支

那
を
活
か
す
よ
り
来
る
、
是
れ
実
に
日
清
戦
争
の
大
目
的
な
ら
ず
や
。（37）

朝
鮮
の
独
立
の
た
め
に
、
ひ
い
て
は
東
洋
の
平
和
の
た
め
に
、
憐
れ
み
の
心
を

持
っ
て
清
国
と
の
戦
争
に
臨
み
、
そ
う
す
る
こ
と
で
腐
敗
し
た
清
国
を
覚
醒
さ
せ

る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
内
村
の
義
戦
論
の
中
身
で
あ
っ
た
。
内
村
は
、
領
土

的
野
心
に
満
ち
た
現
実
の
日
本
の
帝
国
主
義
政
策
を
見
抜
く
こ
と
が
で
き
ず
、
当

時
の
日
本
は
「
東
洋
に
於
け
る
進
歩
主
義
の
戦
士
」（38）
で
あ
る
と
、
そ
の
よ
う
に

信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
内
村
の
立
場
は
、
例
え
ば
、「
支
那
朝
鮮
に
接
す
る
の
法
も
隣
国

な
る
が
故
に
と
て
特
別
の
会
釈
に
及
ば
ず
、
正
に
西
洋
人
が
之
に
接
す
る
の
風
に

従
て
処
分
す
可
き
の
み
」（39）
と
い
う
脱
亜
入
欧
的
な
そ
れ
で
は
な
い
。
ま
た
、
当

時
の
熱
狂
的
な
主
戦
論
と
も
表
層
の
言
辞
に
お
い
て
、
一
線
を
画
し
て
い
る
。
だ

が
、
現
実
の
帝
国
主
義
戦
争
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な

い
。に

も
か
か
わ
ら
ず
、
本
稿
が
そ
の
義
戦
論
に
注
目
す
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒

で
あ
る
内
村
の
そ
れ
が
、
そ
の
他
の
宗
教
信
仰
者
に
あ
り
が
ち
な
主
体
性
の
な
い

主
戦
論＝

状
況
追
随
的
な
そ
れ
と
は
相
違
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
内
村

は
、
自
ら
の
信
仰
や
信
念
に
基
づ
き
真�

剣�

に�

義
戦
論
を
唱
え
た
の
で
あ
り
、
時
流

に
便
乗
し
、
体
制
順
応
的
に
日
清
戦
争
を
支
持
し
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
内

村
の
義
戦
論
が
批
判
的
に
検
討
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い

が
、少
な
く
と
も
、当
時
の
彼
は
中
国
と
朝
鮮
の
独
立
を
心
底
願
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
の
立
場
性
も
、
自
覚
的
な
信
仰
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
で
あ
る
か
ら

こ
そ
、
日
清
戦
争
の
勝
利
が
も
た
ら
し
た
現
実
を
目
の
当
た
り
に
す
る
と
、
内
村

は
信
仰
の
ゆ
え
に
自
ら
が
描
い
た
理
想
と
の
乖
離
に
気
付
き
得
た
し
、
ま
た
自
省

も
成
立
し
得
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
逆
説
的
に
言
え
ば
、
日
清
戦
争
に
お
け
る

義
戦
論
が
、
日
露
戦
争
期
の
非
戦
論
を
準
備
す
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

内
村
に
お
け
る
非
戦
論
の
萌
芽
は
、
日
清
戦
争
が
終
結
し
て
間
も
な
く
見
ら
れ

る
。
内
村
は
、
生
涯
の
友
で
あ
る
ベ
ル
に
宛
て
た
手
紙
で
、
次
の
よ
う
に
告
白
し

て
い
る
。

清
国
と
の
戦
争
は
終
わ
り
ま
し
た
。
い
や
、
む
し
ろ
終
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
戦
争
は
、
私
た
ち
国
民
性
の
な
か
に
あ
る

善
さ
と
、
図
太
さ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
恵
み
深
き
神
の
摂
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理
は
、
後
者
の
私
た
ち
の
国
民
性
（
図
太
い
性
質
）
を
抑
制
し
て
く
れ
ま
し

た
。�
正
義
の
戦
争
�
は
い
く
ぶ
ん
略
奪
戦
の
様
相
を
呈
し
、
日
清
戦
争
の

�
正
義
�
を
世
に
訴
え
た
予
言
者
（
私
）
は
、
今
や
恥
を
感
じ
て
い
ま
す
。（40）

（
拙
訳
）

こ
こ
に
は
、
普
遍
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
導
か
れ
、
自
ら
の
義
戦

論
を
恥
じ
入
る
信
仰
主
体
の
あ
り
様
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
普
遍
的
原
理
の
も
と
に

自
ら
を
律
し
、
そ
し
て
自
ら
が
依
っ
て
立
と
う
と
す
る
信
仰
ゆ
え
に
葛
藤
し
、
反

省
す
る
―
。
信
仰
的
な
誠
実
さ
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
や
は
り
内
村
は
、
希
有

な
存
在
で
あ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
清
戦
争
の
結
果
は
、
そ
の
戦
争
が
「
義
戦
」
で
は
な
く
、「
欲
の
戦
争
」
で

あ
っ
た
こ
と
を
内
村
に
知
ら
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。『
国
民
之
友
』（
三
〇
九

号
）
に
発
表
さ
れ
、
各
新
聞
雑
誌
に
好
評
を
得
た
と
い
う
「
時
勢
の
観
察
」
に
お

い
て
、
内
村
は
、
日
清
戦
争
後
の
社
会
状
況
に
痛
烈
な
皮
肉
を
浴
び
せ
か
け
た
。

彼
等
は
日
清
戦
争
を
義
戦
な
り
と
唱
へ
り
、
而
し
て
余
輩
の
如
き
馬
鹿
者
あ

り
て
彼
等
の
宣
言
を
真
面
目
に
受
け
、
余
輩
の
迴
ら
ぬ
欧
文
を
綴
り
「
日
清

戦
争
の
義
」
を
世
界
に
訴
ふ
る
あ
れ
ば
、
日
本
の
政
治
家
と
新
聞
記
者
と
は

心
密
か
に
笑
て
曰
ふ
「
善
哉
彼
れ
正
直
者
よ
」
と
、
義
戦
と
は
名
義
な
り
と

は
彼
等
の
智
者
が
公
言
す
る
を
憚
ら
ざ
る
所
な
り
、
故
に
戦
勝
て
支
那
に
屈

辱
を
加
ふ
る
や
、
東
洋
の
危
殆
如
何
程
に
ま
で
追
る
や
を
省
み
る
事
な
く
、

全
国
民
挙
て
戦
勝
会
に
忙
は
し
く
、
ビ
ー
ル
を
傾
く
る
何
万
本
、
牛
を
屠
る

何
百
頭
、
支
那
兵
を
倒
す
に
野
猪
狩
を
為
す
が
如
き
の
念
を
以
て
せ
り
、
而

し
て
戦
局
を
結
ん
で
戦
捷
国
の
位
置
に
立
つ
や
、
其
主
眼
と
せ
し
隣
邦
の
独

立
は
措
て
問
は
ざ
る
が
如
く
、
新
領
土
の
開
鑿
、
新
市
場
の
拡
張
は
全
国
民

の
注
意
を
奪
ひ
、
偏
に
戦
捷
の
利
益
を
十
二
分
に
収
め
ん
と
し
て
汲
々
た

り
。（41）

こ
の
よ
う
に
内
村
は
、
世
論
の
戦
争
熱
に
踊
ら
さ
れ
、
日
清
戦
争
が
正
義
の
戦

争
で
あ
る
と
訴
え
た
自
分
自
身
を
深
く
恥
じ
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
強

い
自
責
の
念
ゆ
え
に
、
同
時
に
「
欲
の
戦
争
」
で
し
か
な
か
っ
た
現
実
へ
の
激
し

い
批
判
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

内
村
は
、
非
戦
を
論
じ
る
時
、「
幸
福
な
る
か
な
、
平
和
な
ら
し
む
る
者
。
そ

の
人
は
神
の
子
と
称
へ
ら
れ
ん
」（42）
や
、「
こ
こ
に
イ
エ
ス
彼
に
言
ひ
給
ふ
『
な
ん

ぢ
の
剣
を
も
と
に
収
め
よ
、
す
べ
て
剣
を
と
る
者
は
剣
に
て
亡
ぶ
る
な
り
」（43）
と

い
う
聖
書
の
一
節
を
よ
く
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
普
遍
的
な
教
義
を
持

つ
キ
リ
ス
ト
教
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
内
村
は
、
自
ら
の
義
戦
論
の

過
ち
を
過
ち
と
し
て
真
摯
に
反
省
し
得
る
信
仰
主
体
を
形
成
し
得
た
と
考
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
内
村
の
場
合
、
そ
の
信
仰
の
あ
り
方
が
、
現
実
世
界
か

ら
の
逃
避
を
結
果
す
る
と
い
う
、
宗
教
者
に
あ
り
が
ち
な
�
内
面
へ
の
沈
潜
�
と

い
う
形
態
を
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
（44）

。
平
和
を
希
求

し
、
現
実
批
判
を
展
開
す
る
普
遍
的
な
信
仰
主
体
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
内
村
は
非

常
に
興
味
深
い
存
在
と
言
え
よ
う
。

�
信
仰
ゆ
え
の
葛
藤
と
反
省
�
を
経
た
内
村
は
、
や
が
て
戦
争
そ
の
も
の
を
絶

対
否
定
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
日
露
戦
争
期
に
至
る
と
、
内
村
は
、「
余
も
一

時
は
世
に
「
義
戦
」
な
る
者
が
あ
る
と
思
つ
た
、
然
し
今
は
斯
か
る
迷
信
を
全
く

余
の
心
よ
り
排
除
し
去
っ
た
…
…
正
義
の
戦
争
の
あ
り
や
う
筈
は
な
い
、
余
は
今

に
至
て
曽
て
「
日
清
戦
争
の
義
」
な
る
も
の
を
拙
き
英
文
に
綴
つ
て
我
国
の
義
を

世
界
に
向
つ
て
訴
へ
し
を
深
く
心
に
恥
る
者
で
あ
る
」（45）
な
ど
と
、
過
去
の
義
戦

一
一
四



論
か
ら
の
完
全
な
る
決
別
を
た
び
た
び
表
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に

戦
争
の
廃
絶
を
世
に
強
く
訴
え
か
け
た
の
で
あ
る
。

余
は
日
露
非
開
戦
論
者
で
あ
る
許
り
で
な
い
、
戦
争
絶
対
的
廃
止
論
者
で
あ

る
、
戦
争
は
人
を
殺
す
こ
と
で
あ
る
、
爾
う
し
て
人
を
殺
す
こ
と
は
大
罪
悪

で
あ
る
、
爾
う
し
て
大
罪
悪
を
犯
し
て
個
人
も
国
家
も
永
久
に
利
益
を
収
め

得
や
う
筈
は
な
い
。（46）

人
と
人
と
の
殺
し
合
い
で
あ
り
、
罪
悪
で
し
か
な
い
戦
争
の
本
質
を
衝
き
、
内

村
は
こ
の
よ
う
に
戦
争
の
絶
対
廃
止
を
説
く
の
で
あ
っ
た
。
義
戦
論
か
ら
の
転
向

と
そ
の
深
い
反
省
を
経
て
い
る
だ
け
あ
っ
て
、
内
村
の
非
戦
論
は
よ
り
強
靱
で
あ

る
。
内
村
は
、
次
の
よ
う
に
も
論
じ
て
い
る
。

今
や
戦
雲
、
東
亜
の
空
を
蔽
ふ
に
方
り
ま
し
て
、
茲
に
刻
下
の
最
大
問
題
に

対
し
て
私
共
キ
リ
ス
ト
を
信
ず
る
者
の
態
度
を
明
か
に
し
て
置
く
の
必
要
が

あ
る
と
思
ひ
ま
す
、
斯�

か�

る�

時�

に�

こ�

そ�

私�

共�

は�

世�

の�

変�

現�

極�

り�

な�

き�

所�

説�

に�

耳�

を�

傾�

く�

る�

こ�

と�

な�

く�

、�

単�

に�

毀�

つ�

べ�

か�

ら�

ざ�

る�

聖�

書�

の�

確�

言�

に�

頼�

り�

ま�

し�

て�

私�

共�

の�

進�

退�

を�

定�

む�

べ�

き�

で�

あ�

る�

と�

思�

ひ�

ま�

す�

。（47）
（
傍
点
―
筆
者
）

日
本
全
体
が
国
家
を
超
え
た
立
場
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
枠
内
で
物
事

を
思
考
し
、
結
果
世
論
の
大
勢
が
主
戦
論
に
煽
ら
さ
れ
て
い
る
状
況
下
に
あ
っ

て
、
内
村
は
聖
書
と
い
う
普
遍
原
理
に
突
き
動
か
さ
れ
、
そ
の
信
仰
を
担
っ
て
生

き
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。「
聖
書
の
、
殊
に
新
約
聖
書
の
、
此
事
に
関
し
て
私

共
に
命
ず
る
所
は
唯
一
つ
で
あ
り
ま
す
、
即
ち
絶
対
的
の
平
和
で
あ
り
ま
す
…
…

絶
対
の
平
和
は
聖
書
の
明
白
な
る
訓
誡
で
あ
り
ま
し
て
、
私
共
、
若
し
神
と
良
心

と
に
対
し
て
忠
実
な
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
此
態
度
を
取
る
よ
り
他
に
途
は
あ
り
ま
せ

ん
」（48）
と
断
言
す
る
の
は
、内
村
の
信
仰
的
立
場
か
ら
す
れ
ば
必
然
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
し
か
も
、「
自
由
は
自
由
の
敵
を
殪
し
て
得
ら
る
ゝ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、

其
敵
に
擒
に
せ
ら
れ
、
彼
の
侮
辱
す
る
所
と
な
り
、
終
に
彼
に
殺
さ
れ
て
而
か
し

て
後
に
自
由
は
復
活
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
、
是
れ
が
基
督
教
の
根
本
的
教
義
で

あ
り
ま
す
」（49）
、「
戦
争
は
正
義
に
達
す
る
た
め
の
捷
径
の
や
う
で
実
は
極
の
迂
廻

道
で
あ
り
ま
す
、
自
由
と
平
和
と
独
立
と
一
致
と
に
達
す
る
最
捷
径
は
キ
リ
ス
ト

御
自
身
の
取
ら
れ
た
途
で
、即
ち
無
抵
抗
主
義
で
あ
り
ま
す
」（50）
と
い
う
よ
う
に
、

そ
の
非
戦
論
は
徹
底
し
た
非
暴
力
と
無
抵
抗
主
義
で
貫
か
れ
て
い
た
。

だ
が
、
以
上
の
よ
う
に
絶
対
的
非
戦
論
者
で
あ
っ
た
内
村
も
、
同
時
に
熱
烈
な

愛
国
者
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
内
村
は
、
国
家
を
相
対
化
す
る
立
場

を
見
失
う
危
険
性
を
常
に
孕
ん
で
い
た
と
言
え
る
。

も
ち
ろ
ん
、「Ifor

Japan;Japan
for
the
W
orld;T

he
W
orld

for
Christ;

A
nd
A
ll
for
God.

」
と
、
自
選
の
墓
碑
銘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
内
村
の
愛
国
心

を
偏
狭
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
内
村
の
場
合
、

究
極
的
に
は
同
胞
を「
キ
リ
ス
ト
」、「
神
」へ
と
導
く
た
め
の
愛
国
心
で
あ
っ
た
。

内
村
は
、「
単
な
る
国
自
慢
、
民
族
的
偏
狭
、
愚
か
な
る
敵
愾
心
、
空
し
き
民
族

的
矜
誇
―
こ
れ
ら
の
み
抱
い
て
愛
国
心
の
所
有
者
と
思
へ
る
者
の
可
笑
し
さ

よ
」（51）
と
い
い
、
次
の
よ
う
に
「
真
の
愛
国
心
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

真
の
愛
国
心
と
は
単
な
る
愛
国
心
で
は
な
い
、
深
い
広
い
或
精
神
の
外
に
発

せ
し
一
表
現
で
あ
る
、
神
の
愛
を
味
ひ
、
そ
の
愛
に
励
ま
さ
れ
て
神
を
愛
す

と
共
に
人
を
愛
し
全
人
類
を
愛
す
る
に
至
り
し
結
果
と
し
て
、
自
か
ら
湧
起

す
る
所
の
国
と
同
胞
と
を
愛
す
る
の
心
―
こ
れ
即
ち
真
個
の
愛
国
心
で
あ

る
。（52）

内
村
が
、�
二
つ
の
Ｊ
�
に
生
涯
を
捧
げ
る
こ
と
を
決
意
し
て
い
た
こ
と
は
あ

一
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ま
り
に
有
名
で
あ
る
。
愛
す
る
日
本
を
し
て
神
の
摂
理
に
か
な
う
理
想
的
な
国
に

す
る
こ
と
こ
そ
が
、
彼
の
愛
国
心
で
あ
り
、
ま
た
使
命
で
も
あ
る
と
考
え
た
の
で

あ
っ
た
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
内
村
は
、
欧
米
列
強
と
同
様
、
植
民
地
獲
得
に
邁

進
す
る
帝
国
日
本
を
、
そ
の
愛
国
心
ゆ
え
に
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
急
い
で
次
の
点
を
確
認
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
い

か
に
�
神
の
た
め
の
愛
国
心
�
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
愛
国
心
で
あ
る
限

り
、
先
に
も
触
れ
た
が
、
国
家
を
相
対
化
し
、
否
定
的
に
踏
ま
え
る
対
決
的
姿
勢

は
、
状
況
次
第
で
弛
緩
す
る
。
日
露
開
戦
前
に
は
非
戦
論
を
唱
え
て
い
た
内
村
で

あ
っ
た
が
、
旅
順
港
で
の
勝
利
の
報
に
、「
帝
国
万
歳
」
を
大
声
で
三
唱
し
た
と

い
う
。
こ
の
周
知
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
内
村
の
愛
国
心
の
両
義
性
を
物
語
っ
て
い

る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
私
の
昔
か
ら
の
愛
国
心
は
、
今
回
の
ロ
シ
ア
海
軍
に
対
す

る
大
勝
利
の
ニ
ュ
ー
ス
を
読
む
や
、
私
を
支
配
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
し

て
、
私
は
す
べ
て
の
近
所
の
人
び
と
に
聞
こ
え
る
ぐ
ら
い
�
帝
国
万
歳
�
を

三
唱
し
ま
し
た
。
私�

は�

な�

ん�

と�

矛�

盾�

し�

た�

人�

間�

な�

の�

だ�

ろ�

う�

！
（53）
（
拙
訳
傍

点
―
筆
者
）。

非
戦
論
を
主
張
し
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
愛
国
感
情
の
発
露
と
し
て
勝
利
を
喜

ぶ
内
村
は
、
や
は
り
歴
史
的
制
約
を
受
け
た
�
時
代
の
子
�
で
あ
っ
た
。
内
村
の

�
神
の
た
め
の
愛
国
心
�
は
、
国
家
を
超
え
る
立
場
性
を
提
供
す
る
と
同
時
に
、

国
家
（
戦
争
）
を
肯
定
す
る
論
理
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
内
村
の
非

戦
論
の
思
想
的
、
信
仰
的
限
界
性
を
確
認
で
き
る
。

だ
が
同
時
に
、
そ
れ
以
上
に
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
内
村
が
そ
の
よ
う
な

自
分
の
あ
り
様
に
、「
私
は
な
ん
と
矛
盾
し
た
人
間
な
の
だ
ろ
う
」
と
煩
悶
し
て

い
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
や
は
り
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
真
面
目
で
あ
り
誠
実
で

あ
る
が
ゆ
え
の
、�
葛
藤
と
反
省
�
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
内
村
に
無
意
識
に
潜
在
し
て
い
る
愛
国
的
心
情
は
、
彼
の
信
仰
的

立
場
に
限
界
性
を
与
え
て
い
た
こ
と
は
や
は
り
看
過
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
内

村
の
愛
国
心
に
つ
き
ま
と
う
問
題
は
、
彼
の
天
皇
・
皇
室
観
、
ひ
い
て
は
神
道
観

に
も
負
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
次
に
こ
れ
ら
の
点

を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

五

内
村
鑑
三
の
天
皇
・
皇
室
観

熱
烈
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
内
村
が
、
同
時
に
天
皇
や
皇
室
を
こ
よ
な
く
崇
敬

し
て
い
た
こ
と
は
、
今
日
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
八
九
七
（
明
治
三

〇
）年
一
一
月
三
日
の
天
長
節
に
、『
万
朝
報
』英
文
欄
に「LO

N
G
LIV
E
T
H
E

EM
PERO

R!

」
と
題
し
て
、
次
の
よ
う
な
讃
辞
を
載
せ
て
い
る
。

天
皇
陛
下
万
歳
！
そ
の
治
世
が
さ
ら
に
栄
え
ん
こ
と
を
！
天
皇
陛
下
は
私
た

ち
を
旧
態
依
然
と
し
た
封
建
的
支
配
か
ら
解
放
し
、
私
た
ち
に
憲
法
を
与

え
、
大
き
く
さ
ら
に
確
固
た
る
自
由
を
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
畏
れ
お
お

く
も
、
日
本
の
皇
室
の
万
国
無
比
の
栄
光
は
、
皇
祖
か
ら
の
万
世
一
系
な
る

皇
統
に
あ
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
代
々
の
国
民
と
の
親
し
い
関
係
を
保

持
し
て
き
た
こ
と
に
あ
る
と
信
じ
る
。
皇
室
は
私
た
ち
国
民
の
幸
福
の
他

に
、
な
ん
ら
の
幸
福
も
求
め
ら
れ
な
い
が
ゆ
え
に
、
国
民
は
皇
室
を
誇
り
と

し
て
い
ま
す
。
国
民
は
皇
室
を
、
皇
室
は
国
民
を
誇
り
と
し
ま
す
。
皇
室
と

私
た
ち
国
民
の
栄
光
は
、
親
密
に
結
び
つ
い
て
い
ま
す
！
天
皇
陛
下
万
歳
！

一
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日
本
国
民
万
歳
！
（54）
（
拙
訳
）

内
村
は
、
万
世
一
系
の
皇
統
に
価
値
を
見
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
天
皇

（
皇
室
）
と
国
民
と
の
親
し
い
関
係
に
こ
そ
、
価
値
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
っ

た
。
つ
い
で
、
内
村
は
、
日
清
戦
争
中
に
天
皇
が
自
ら
を
犠
牲
に
し
て
堪
え
忍
ん

だ
こ
と
や
、
多
く
は
な
い
皇
室
費
を
節
約
し
な
が
ら
慈
善
事
業
へ
の
下
賜
金
を
捻

出
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
挙
げ
、
天
皇
（
皇
室
）
が
い
か
に
国
民
を
憐
れ
み
い
た

わ
っ
て
い
る
の
か
を
強
調
し
て
い
る
。

特
に
、
内
村
は
明
治
天
皇
を
深
く
敬
愛
し
て
お
り
、
そ
の
明
治
天
皇
に
対
す
る

�
慈
父
�
と
し
て
の
観
念
は
、
後
に
見
る
よ
う
に
彼
の
家
族
国
家
観
と
分
か
ち
が

た
く
関
係
し
て
い
る
。
明
治
天
皇
の
死
去
に
際
し
て
の
、「
明
治
天
皇
陛
下
の
崩

御
は
と
て
も
悲
し
い
で
す
。自
分
の
父
親
を
失
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
す（
拙
訳
）」（55）

と
い
う
書
簡
は
、
ま
さ
し
く
当
時
の
内
村
の
内
面
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
吐
露
し
て

い
る
（56）

。
大
正
天
皇
が
重
態
に
な
る
と
、
内
村
は
、
自
ら
の
天
皇
崇
敬
の
感
情
と
そ
の
家

族
国
家
観
を
吐
露
し
、
天
皇
の
た
め
の
祈
禱
に
専
念
す
る
。

聖
上
陛
下
御
重
態
の
報
頻
々
と
し
て
到
り
一
同
心
を
痛
め
奉
つ
た
。…
…「
神

よ
我
等
の
愛
す
る
此
日
本
国
を
護
り
給
へ
」
と
の
祈
禱
が
心
の
奥
底
よ
り
湧

出
づ
る
を
禁
じ
得
な
い
。（57）

陛
下
の
御
不
例
益
々
良
し
か
ら
ず
、
七
千
万
同
胞
と
共
に
深
き
憂
愁
に
沈

む
。
家
庭
の
祈
禱
は
主
と
し
て
此
一
言
に
注
集
さ
る
。
斯�

か�

る�

場�

合�

に�

於�

て�

日�

本�

国�

は�

一�

大�

家�

族�

な�

る�

を�

感�

得�

す�

る�

。�

治�

者�

と�

被�

治�

者�

で�

な�

い�

、�

父�

と�

其�

子�

供�

で�

あ�

る�

。
我
国
に
元
始
時
代
の
此
の
美
は
し
き
関
係
の
存
つ
て
ゐ
る
事

を
感
謝
す
る
。
願
く
は
そ
の
永
久
に
存
続
せ
ん
事
を
。（58）
（
傍
点
―
筆
者
）

そ
し
て
、
大
正
天
皇
の
死
去
に
際
し
て
は
、「
今
日
午
前
一
時
二
十
五
分
大
正

天
皇
陛
下
崩
御
せ
ら
る
。
恐
懼
に
堪
へ
な
い
」（59）
、「
諒
闇
第
二
日
で
あ
る
。
午
前

に
一
回
集
会
を
催
し
た
。
出
席
者
百
五
十
人
。
皇
室
に
対
し
心
よ
り
の
御
同
情
を

表
し
奉
り
、
天
地
の
神
の
御
保
護
の
篤
く
其
上
に
加
は
ら
ん
事
を
祈
つ
た
」（60）
と

記
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
大
正
天
皇
の
「
即
位
礼
の
勅
語
」
に
も
、「
爾
臣
民
世

世
相
継
キ
忠
実
公
ニ
奉
ス
義
ハ
則
チ
君
臣
ニ
シ
テ
情
ハ
猶
ホ
父
子
ノ
コ
ト
ク
以
テ

万
邦
無
比
ノ
国
体
ヲ
成
セ
リ
」
と
あ
る
が
、
内
村
も
同
様
に
、
天
皇
と
国
民
と
の

関
係
を
、「
治
者
と
被
治
者
」
で
は
な
く
親
子
と
擬
制
し
、「
日
本
国
」
を
「
一
大

家
族
」
と
観
念
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
近
代
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
家
族
国
家
観
を
体
現
し

て
い
た
内
村
は
、「
誠
に
忠
孝
の
精
神
は
東
洋
国
民
の
特
性
と
し
て
神
の
賦
与
し

給
ひ
し
恩
恵
で
あ
る
、
之
あ
る
が
故
に
我
等
の
愛
す
る
此
国
は
長
く
存
続
繁
栄
を

保
ち
つ
ゝ
あ
る
の
で
あ
る
」（61）
、「
我
等
は
我
等
の
特
別
な
る
国
民
的
情
性
と
し
て

与
へ
ら
れ
し
忠
孝
の
精
神
を
保
存
し
更
に
之
を
聖
化
し
て
以
て
世
界
に
伝
へ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」（62）
と
、
忠
孝
観
念
の
伝
道
に
も
積
極
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

内
村
が
、
天
皇
制
支
配
の
桎
梏
か
ら
自
由
で
な
か
っ
た
の
は
、
も
は
や
誰
の
目
に

も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

内
村
の
強
烈
な
愛
国
心
と
不
可
分
な
天
皇
・
皇
室
崇
敬
は
、
晩
年
に
な
る
に
つ

れ
て
更
に
深
ま
る
。

我
等
は
如
何
に
し
て
国
に
尽
し
、
陛
下
に
仕
へ
奉
ら
ん
乎
、
我
等
が
陛
下
と

国
と
に
対
し
尽
し
得
る
最
善
の
途
は
、
一
人
な
り
と
も
多
く
、
正
直
に
し
て

勤
勉
、
衷
に
充
足
り
て
自
己
以
外
に
何
の
求
む
る
所
な
き
真
実
の
民
を
作
る

に
あ
る
と
信
ず
る
。
そ
し
て
我
等
は
一
生
を
通
う
し
て
此
事
業
を
続
け
来
つ

一
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た
。（63）

最
晩
年
の
内
村
は
、
自
ら
の
伝
道
に
よ
っ
て
、
天
皇
（
天
皇
制
国
家
）
に
奉
仕

す
る
「
真
実
の
民
」
を
つ
く
り
、
生
涯
を
通
し
て
そ
の
事
業
に
貢
献
で
き
た
と
自

負
す
る
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
死
の
直
前
に
は
、「
大
先
生
が
病
気
に
罹
り
し
苦

痛
は
、
多
分
、
天
皇
陛
下
が
病
に
罹
ら
れ
し
時
の
如
く
に
、
淋
し
く
且
厭
苦
い
も

の
で
あ
ら
う
」（64）
と
記
し
て
い
る
。
自
ら
を
「
大
先
生
」
と
称
し
、
自
分
と
天
皇

を
重
ね
る
内
村
の
姿
を
、�
老
い
�
ゆ
え
の
も
の
と
し
て
簡
単
に
片
付
け
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
そ
こ
に
は
や
は
り
、
内
村
に
根
深
い
天
皇
制
的
心
性
を
確
認
し
て

お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

六

内
村
鑑
三
の
神
道
観

次
に
、
こ
の
よ
う
な
内
村
の
天
皇
・
皇
室
観
と
関
連
し
て
、
彼
の
神
道
観
を
問

題
に
し
て
お
き
た
い
。

内
村
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
ら
の
天
皇
・

皇
室
へ
の
「
信
仰
」（
崇
敬
感
情
）
を
捨
て
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
そ

の
よ
う
な
内
村
が
、
天
皇
・
皇
室
と
深
い
関
係
に
あ
る
神
道
（
神
社
神
道
）
に
対

し
て
、
批
判
的
立
場
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
あ
る
程
度
予
測

で
き
る
。
む
し
ろ
、
内
村
は
、
神
道
を
含
め
た
日
本
社
会
の
宗
教
土
壌
を
高
く
評

価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
に
あ
る
「
汝
等
は
地
の
塩
な
り
」
を
解
説
し
、
内

村
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
腐
敗
し
や
す
い
地
上
の
世
界
（
現
世
）
に
お
い
て
、
防
腐

剤
と
な
る
塩
の
役
割
を
果
た
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
、
既
存
の
仏
教
、
儒

教
、
神
道
を
神
か
ら
の
賜
り
物
と
し
て
保
存
し
、
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

述
べ
て
い
る
。

福
音
以
前
に
、
希
臘
羅
馬
に
、
支
那
日
本
に
、
善
き
高
き
道
徳
が
あ
つ
た
、

又
福
音
以
外
に
、
仏
教
に
儒
教
に
神
道
に
清
き
深
き
倫
理
が
あ
る
、
真
理
と

生
命
と
は
基
督
教
の
み
に
限
ら
な
い
、
全
地
は
神
の
栄
光
を
現
は
し
て
居

る
、
真
、
善
、
美
の
或
る
反
照
は
之
を
地
上
何
れ
の
所
に
於
て
も
認
む
る
こ

と
が
能
る
、
而
し
て
是
れ
悉
く
神
の
賜
物
で
あ
つ
て
、
保
存
し
、
尊
重
し
、

感
謝
し
て
受
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。（65）

キ
リ
ス
ト
の
福
音
に
よ
っ
て
、
旧
道
徳
と
旧
信
仰
が
真
に
復
活
す
る
と
考
え
る

内
村
は
、
つ
い
で
「
キ
リ
ス
ト
教
の
福
音
の
亦
決
し
て
神
道
の
破
壊
者
で
な
い
こ

と
を
知
る
に
足
る
の
で
あ
る
」（66）
と
も
述
べ
る
。
内
村
に
お
い
て
、
神
道
は
保
存
・

尊
重
す
べ
き
で
あ
っ
て
も
、
否
定
す
べ
き
対
象
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
内
村
は
、
札
幌
農
学
校
在
籍
中
に
多
神
教
か
ら
唯
一
神
信
仰

へ
と
「
転
向
」
し
、
つ
い
で
ア
マ
ス
ト
大
学
在
学
中
に
十
字
架
の
贖
罪
の
信
仰
を

自
覚
、
そ
し
て
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
か
ら
「
基
督
再
臨
運
動
」
を
展
開
す
る

な
ど
、
三
度
の
回
心
を
経
験
し
た
（67）

。
そ
の
最
初
の
回
心
に
関
し
て
、『
余
は
如

何
に
し
て
基
督
信
徒
と
な
り
し
乎
』（
一
八
九
五
年
刊
）
で
は
、
無
数
の
神
社
の

神
々
に
祈
願
し
、
畏
れ
敬
っ
て
い
た
青
少
年
期
の
内
村
の
姿
が
告
白
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
強
制
的
に
入
信
さ
せ
ら
れ
る
と
、
内
村
の
信
仰
は

次
の
よ
う
に
変
化
し
た
と
い
う
。

宇
宙
に
は
一
つ
の
神
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
、
以
前
に
信
じ
て
い
た
よ
う
に
多

数
―
八
百
万
以
上
―
で
な
い
こ
と
を
余
は
教
え
ら
れ
た
。
基
督
教
的
唯
一
神

教
は
余
の
す
べ
て
の
迷
信
の
根
に
斧
を
お
ろ
し
た
。
余
が
為
し
て
い
た
す
べ
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て
の
誓
い
、
怒
れ
る
神
々
を
宥
め
よ
う
と
し
て
余
が
試
み
つ
つ
あ
っ
た
種
々

雑
多
の
礼
拝
形
式
は
、
こ
の
一
つ
の
神
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
今
や
不
用

と
す
る
こ
と
が
で
き
た
。（68）

確
か
に
、
内
村
は
神
々
へ
の
信
仰
が
必
要
で
な
く
な
り
、
そ
の
多
神
教
的
な
神

祇
信
仰
を
捨
て
た
。
だ
が
、
注
意
す
べ
き
は
、
内
村
は
二
者
択
一
的
に
、
神
祇
信

仰
で
は
な
く
キ
リ
ス
ト
教
を
選
択
し
た
の
で
あ
り
、
決
し
て
神
祇
信
仰
そ
の
も
の

を
否
定
的
に
踏
ま
え
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（69）

。
普
遍
的
な
信
仰
の
成

立
条
件
と
し
て
、
ま
ず
何
よ
り
も
神
祇
信
仰
な
ど
の
民
族
宗
教
的
な
信
仰
と
の
対

決
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
だ
が
、
内
村
に
そ
の
よ
う
な
信
仰
的
な
営
み
を
確
認

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

内
村
は
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

余
の
信
仰
は
素
々
日
本
流
の
敬
神
愛
国
を
以
て
始
つ
た
者
で
あ
る
、
そ
れ
が

余
を
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
の
御
父
な
る
真
の
神
に
導
い
た
の
で
あ
る
、
其
神
に

事
へ
ん
と
し
て
余
に
贖
罪
の
信
仰
が
起
つ
た
の
で
あ
る
。（70）

日
本
人
は
元
来
宗
教
的
の
民
で
あ
る
、
明
治
大
正
の
日
本
人
を
以
て
其
深
き

宗
教
性
を
量
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
日
本
人
は
元
来
斯
ん
な
無
宗
教
な
る
不

敬
虔
の
民
で
は
な
い
…
…
数
百
千
年
に
亘
る
深
き
信
仰
的
素
養
が
あ
つ
て
こ

そ
日
本
人
は
其
今
日
の
世
界
的
地
位
に
達
す
る
事
が
出
来
た
の
で
あ
る
、
而

し
て
感
謝
す
此
旧
き
宗
教
的
日
本
の
未
だ
全
然
消
滅
し
去
ら
ざ
る
事
を
、
或

ひ
は
神
道
、
或
ひ
は
仏
教
と
、
其
形
体
は
異
な
れ
ど
も
其
底
に
は
此
深
い
宗

教
的
日
本
が
潜
ん
で
居
る
の
で
あ
る
、
而
し
て
余
輩
が
愛
し
且
つ
信
頼
す
る

者
は
此
隠
れ
た
る
日
本
で
あ
る
、
余
輩
が
我
国
今
日
の
基
督
教
会
な
る
者
を

離
れ
て
「
移
り
て
向
ふ
べ
し
」
と
云
ふ
は
此
純
正
な
る
信
仰
的
日
本
で
あ

る
。（71）

純
潔
な
る
儒
教
と
公
正
な
る
神
道
と
は
キ
リ
ス
ト
の
福
音
の
善
き
準
備
で
あ

つ
た
。
伊
藤
仁
斎
、
中
江
藤
樹
、
本
居
宣
長
、
平
田
篤
胤
等
は
日
本
に
於
て

幾
分
に
て
も
バ
プ
テ
ス
マ
の
ヨ
ハ
ネ
の
役
目
を
務
め
た
者
で
あ
る
。（72）

内
村
に
お
い
て
、「
敬
神
愛
国
」
の
信
仰
そ
の
も
の
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
否
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
「
公
正
な
る
神
道
」
を
含
む
日
本
社
会
に
根

ざ
し
て
き
た
伝
統
的
宗
教
を
、内
村
は
キ
リ
ス
ト
の
福
音
に
と
っ
て「
善
き
準
備
」

で
あ
っ
た
と
高
く
評
価
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
神
道
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
る
内
村
の
あ
り
様
は
、
前
述
し
て

き
た
彼
自
身
の
熱
烈
な
愛
国
心
や
天
皇
・
皇
室
崇
敬
と
有
機
的
に
連
関
し
て
い
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
（73）

。
超
越
的
な
立
場
性
を
も
た
ら
す
普
遍
宗
教

と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
に
導
か
れ
、
義
戦
論
か
ら
絶
対
的
非
戦
論
へ
と
転
回
し
、

ま
た
そ
の
信
仰
の
誠
実
さ
ゆ
え
に
�
葛
藤
と
反
省
�
を
経
験
し
た
内
村
。
そ
の
内

村
の
信
仰
に
お
い
て
も
、
天
皇
制
の
受
容
基
盤
た
る
神
道
的
宗
教
性
は
否
定
的
に

踏
ま
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

七

お
わ
り
に

本
稿
は
、
幸
徳
秋
水
と
内
村
鑑
三
の
日
露
戦
争
期
に
お
け
る
非
戦
論
だ
け
で
は

な
く
、
彼
ら
の
天
皇
・
皇
室
観
や
神
道
観
に
も
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
た
め
、
言
及
し

た
こ
と
は
多
岐
に
わ
た
る
。そ
の
た
め
、論
旨
が
煩
雑
に
な
っ
た
感
は
否
め
な
い
。

そ
こ
で
、
最
後
に
要
点
を
整
理
し
、
ま
た
今
後
の
課
題
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。
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幸
徳
秋
水
を
め
ぐ
っ
て

幸
徳
は
、
資
本
主
義
と
の
関
連
の
な
か
で
当
時
の
帝
国
主
義（
戦
争
）を
捉
え
、

労
働
者
か
ら
の
搾
取
に
邁
進
し
て
利
潤
を
ど
こ
ま
で
も
追
求
す
る
金
融
・
資
本
家

ら
に
よ
っ
て
戦
争
が
起
さ
れ
る
と
鋭
く
分
析
し
、
戦
争
の
階
級
的
性
格
や
経
済
構

造
を
明
確
に
指
摘
し
た
。
貧
困
に
苦
し
む
社
会
的
弱
者
は
、
同
時
に
戦
争
の
最
大

の
犠
牲
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
現
実
に
真
正
面
か
ら
向
き
合
う
な
か
で
、
幸

徳
は
「
吾
人
は
飽
く
ま
で
戦
争
を
非
認
す
」（74）
と
、
そ
の
非
戦
の
思
想
を
貫
い
た

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
幸
徳
の
非
戦
論
は
、
従
来
通
り
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ

て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
幸
徳
の
思
想
的
基
盤
に
は
儒
教
が
あ
り
、
世
俗
内
秩
序
を
相
対
化
し

て
い
く
思
想
形
成
に
弱
点
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
自
ら
を
唯
物
論
者
、
科
学
的

社
会
主
義
者
と
規
定
し
て
普
遍
宗
教
に
理
解
を
示
そ
う
と
せ
ず
―
つ
ま
り
は
、
キ

リ
ス
ト
教
信
仰
者
と
の
連
帯
が
志
向
さ
れ
ず
―
、
従
っ
て
超
越
的
原
理
を
踏
ま
え

る
可
能
性
を
秘
め
た
信
仰
的
契
機
に
接
す
る
機
会
を
自
ら
放
棄
し
て
し
ま
っ
て
い

た
こ
と
に
、
や
は
り
注
意
を
払
っ
て
お
き
た
い
。
と
言
う
の
も
、
こ
う
し
た
問
題

群
が
、
儒
教
的
王
道
論
と
日
本
の
「
国
体
」（
天
皇
制
）
を
安
易
に
一
致
さ
せ
、

そ
こ
に
社
会
主
義
の
理
想
を
求
め
る
な
ど
、
幸
徳
の
天
皇
制
受
容
の
「
論
理
」
と

深
く
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
日
露
戦
争
当
時
に
お
い
て
、

最
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
社
会
主
義
者
に
し
て
非
戦
論
者
で
あ
っ
た
幸
徳
に
も
、
天
皇

制
が
深
く
根
を
下
ろ
し
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
幸
徳
は
、
直
接
行
動
へ
と
社
会
主
義
運
動
の
路
線
を
変
化
さ
せ
て

い
く
な
か
で
、
反
天
皇
の
立
場
を
鮮
明
に
し
て
い
っ
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
例

え
ば
、
従
来
見
逃
さ
れ
て
き
た
記
者
時
代
の
天
皇
・
皇
室
関
連
記
事
に
光
を
当
て

つ
つ
、
幸
徳
の
天
皇
観
の
変
遷
を
検
討
し
た
辻
野
功
は
、「
天
皇
制
を
信
じ
て
疑

わ
な
か
っ
た
幸
徳
秋
水
も
、
歴
史
の
進
行
の
中
で
、
そ
の
思
想
を
転
換
し
て
い
っ

た
。
思
想
転
換
の
要
因
は
、（
一
）
ロ
シ
ア
革
命
運
動
の
影
響
、（
二
）
天
皇
制
政

府
に
よ
る
弾
圧
と
投
獄
、（
三
）
渡
米
で
あ
っ
た
」（75）
と
指
摘
し
、
つ
い
で
「
天
皇

の
毒
手
の
届
か
な
い
外
国
か
ら
、
天
皇
を
初
め
と
し
其
の
政
治
組
織
及
経
済
制
度

を
自
由
自
在
に
論
評
す
る
た
め
」（76）
と
い
う
ア
ル
バ
ー
ト
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
宛
て
の

書
簡
を
引
い
て
、「
幸
徳
は
、
か
つ
て
の
天
皇
崇
拝
か
ら
反
天
皇
へ
と
、
そ
の
思

想
を
急
転
換
さ
せ
た
の
で
あ
る
」（77）
と
論
じ
た
。
一
方
、
飛
鳥
井
雅
道
は
、「
秋
水

を
天
皇
批
判
に
進
み
出
さ
せ
た
の
は
、
ロ
シ
ア
革
命
運
動
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
社
会

革
命
党
だ
っ
た
」
と
し
つ
つ
も
、
続
け
て
「
そ
の
天
皇
批
判
を
気
分
的
な
、
情
動

的
な
段
階
に
押
し
と
ど
め
た
の
は
、
自
由
民
権
期
以
来
の
ツ
ア
ー
リ
ズ
ム
理
解
で

あ
り
、
ロ
シ
ア
理
解
で
あ
っ
た
」（78）
と
指
摘
し
、
幸
徳
が
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
心
情
的

に
否
定
し
切
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
天
皇
像
が
ロ
シ
ア
の
ツ
ア
ー

リ
ズ
ム
に
引
き
ず
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、
最
近
で
は
倉
重

拓
が
、
幸
徳
に
は
君
主
政
体
と
社
会
主
義
と
を
弁
証
法
的
に
統
一
し
よ
う
と
す
る

独
特
の
発
想
が
あ
る
と
着
目
し
、
辻
野
や
飛
鳥
井
の
議
論
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、「
幸

徳
は
歴
史
的
に
付
与
さ
れ
た
天
皇
制
へ
の
強
い
愛
着
を
根
本
的
に
否
定
す
る
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
明
治
天
皇
と
い
う
一
つ
の
人
格
と
の
対
話
の
可
能
性
を
放
棄
せ

ず
（
直
接
談
判
）、
最
も
疎
外
さ
れ
た
個
人
と
も
言
え
る
天
皇
一
個
人
の
近
代
天

皇
制
か
ら
の
解
放
を
も
そ
の
視
野
に
入
れ
て
い
た
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
」（79）

と
、
独
自
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

天
皇
・
皇
室
を
敬
愛
す
る
幸
徳
が
、
天
皇
（
制
）
を
全
面
的
に
否
定
す
る
立
場

に
至
っ
た
の
か
、そ
う
で
な
い
の
か
。ま
た
、天
皇
制
否
定
に
至
っ
た
と
し
て
も
、

一
二
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そ
の
否
定
の
論
理
は
ど
の
よ
う
な
立
場
性
か
ら
く
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
幸
徳

の
立
場
性
が
、
天
皇
・
皇
室
へ
の
敬
愛
感
情
か
ら
の
単
な
る
裏
返
し
に
よ
る
天
皇

制
の
単
純
否
定
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
天
皇
制
を
本
質
的
に
超
え
て
い
く

思
想
的
営
為
と
は
到
底
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
具
体
的

な
分
析
は
、
今
後
の
課
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
近
代
天
皇
制
は
、

「
万
世
一
系
」
や
「
現
人
神
」
と
い
っ
た
国
体
論
的
な
宗
教
観
念
と
切
り
離
す
こ

と
が
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
支
え
る
宗
教
性
（
神
道
的
宗
教
性
）

の
問
題
に
深
く
切
り
込
む
こ
と
な
く
し
て
、
本
質
的
な
天
皇
制
批
判
と
は
評
価
で

き
な
い
こ
と
だ
け
は
あ
ら
か
じ
め
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、「
如
此
に
し
て
宗
教
科
学
は
水
火
の
相
容
ざ
る
如
く
従
来

の
宗
教
（
将
来
と
い
は
ず
）
段
々
衰
滅
す
べ
き
運
命
」（80）
と
い
う
幸
徳
の
進
化
論

的
な
宗
教
理
解
や
、「
社
会
主
義
は
神
を
信
し
な
い
、
又
死
後
の
天
堂
地
獄
を
信

す
る
を
要
し
な
い
」（81）
と
い
う
無
神
論
的
な
立
場
、
そ
し
て
「
神
道
は
甚
だ
嫌
ひ

也
」（82）
と
い
う
好
嫌
感
情
に
基
づ
く
神
道
観
の
問
題
等
々
に
つ
い
て
は
、
今
後
明

ら
か
に
す
べ
き
重
要
な
課
題
と
な
ろ
う
。

内
村
鑑
三
を
め
ぐ
っ
て

か
つ
て
、
藤
田
省
三
は
、
国
家
を
真
に
超
越
す
る
た
め
に
は
、
先
ず
自
己
の
う

ち
に
普
遍
の
名
に
お
い
て
自
ら
を
律
す
る
「
普
遍
者
の
内
面
的
形
成
」
が
な
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
問
題
提
起
し
、
そ
の
課
題
を
果
た
し
た
典
型
的
な
人
物
と

し
て
内
村
鑑
三
を
取
り
上
げ
た
。
そ
し
て
、
内
村
を
次
の
よ
う
に
評
価
し
た
。

内
村
は
こ
う
し
て
国
家
と
社
会
の
す
べ
て
の
制
度
を
相
対
的
な
も
の
と
見
な

し
「
神
と
偕
に
立
つ
孤
立
者
」
と
な
っ
た
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
彼
は

超
越
的
傍
観
や
隠
居
的
孤
立
を
楽
し
む
立
場
に
立
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

む
し
ろ
全
く
逆
に
私
達
か
ら
見
れ
ば
、
も
っ
と
シ
ニ
カ
ル
な
眼
を
も
っ
て
現

実
の
諸
関
係
を
眺
め
て
も
よ
い
だ
ろ
う
に
と
思
わ
れ
る
程
に
、
彼
は
つ
ね
に

真
正
面
か
ら
す
る
現
実
へ
の
関
心
を
持
ち
続
け
た
。（83）

確
か
に
、藤
田
も
引
用
し
て
い
る
よ
う
に
、内
村
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
余
の
国
は
？
余
の
国
は
キ
リ
ス
ト
の
国
で
あ
る
、
我
国
は
こ
の
世
の
国
に
非
ず

…
…
現
世
に
完
全
の
国
は
な
い
、
完
全
の
国
は
キ
リ
ス
ト
の
王
国
の
み
で
あ

る
」（84）
。
こ
の
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
日
清
・
日
露
戦
争
期
の
内
村
は
、
そ
の
内

面
を
律
す
る
普
遍
的
真
理
に
突
き
動
か
さ
れ
、
国
家
を
超
え
た
と
こ
ろ
か
ら
鋭
い

現
実
批
判
を
展
開
し
て
い
た
。
本
稿
で
は
、
日
清
義
戦
論
か
ら
日
露
非
戦
論
へ
と

転
回
す
る
過
程
を
、�
信
仰
ゆ
え
の
葛
藤
と
反
省
�
と
い
う
テ
ー
マ
で
考
察
し
た

が
、
内
村
の
超
越
的
で
普
遍
的
な
信
仰
、
ひ
い
て
は
そ
の
信
仰
に
基
づ
く
生�

き�

方�

そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
高
く
評
価
し
た
い
。

だ
が
、
日
露
戦
争
期
に
非
暴
力
と
無
抵
抗
主
義
を
内
在
す
る
徹
底
し
た
絶
対
的

非
戦
論
を
主
張
し
た
内
村
が
、
後
年
の
「
基
督
教
再
臨
運
動
」
に
よ
っ
て
戦
争
廃

絶
の
社
会
的
努
力
を
放
棄
し
、
む
し
ろ
内
面
的
世
界
に
沈
潜
し
て
い
っ
た
こ
と

は
、
や
は
り
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
生
涯
を
一
貫
す
る
熱
烈
な
愛
国

的
感
情
や
天
皇
・
皇
室
へ
の
崇
敬
心
、
そ
し
て
そ
の
神
道
理
解
の
�
甘
さ
�
と
い

う
問
題
群
は
、
内
村
を
研
究
対
象
と
す
る
場
合
、
彼
の
信
仰
的
限
界
性
に
関
わ
っ

て
く
る
も
の
と
し
て
常
に
意
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
な
か
で
も
、
内
村
が

神
祇
信
仰
（
神
道
的
宗
教
性
）
を
否
定
す
る
契
機
を
持
ち
得
ず
、
む
し
ろ
キ
リ
ス

ト
教
伝
道
に
お
い
て
、
そ
の
宗
教
土
壌
を
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
は
、
今
後
と

も
批
判
的
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
問
題
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
言
う

一
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の
も
、
近
代
天
皇
制
支
配
を
下
か
ら
支
え
た
神
道
的
宗
教
性
を
否
定
的
に
踏
ま
え

る
こ
と
な
し
に
は
、
現
世
的
な
価
値
（
国
家
）
を
超
え
て
い
く
非
戦
論
も
、
超
越

的
で
普
遍
的
な
信
仰
主
体
も
、
真
に
成
立
し
え
な
か
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

註（1）

幸
徳
秋
水
に
つ
い
て
は
、
主
に
以
下
の
先
行
研
究
を
参
照
し
た
。
井
口
和
起
「
幸

徳
秋
水
『
廿
世
紀
之
怪
物
帝
国
主
義
』
に
つ
い
て
」（『
人
文
学
報
』
第
二
七
号

一

九
六
八
年
）、
磯
村
寛
治
「
幸
徳
秋
水
の
非
戦
思
想
」（『
龍
谷
史
壇
』
第
六
八
・
六
九

号

一
九
七
四
年
）、
大
原
慧
『
幸
徳
秋
水
の
思
想
と
大
逆
事
件
』（
青
木
書
店

一

九
七
七
年
）、
辻
野
功
「
幸
徳
秋
水
の
天
皇
観
」（『
明
治
社
会
主
義
史
論
』
法
律
文
化

社

一
九
七
八
年

初
出
は
一
九
七
五
年
）、絲
屋
寿
雄『
幸
徳
秋
水
研
究（
増
訂
版
）』

（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー

一
九
八
七
年
）、飛
鳥
井
雅
道「
幸
徳
秋
水
の
天
皇
像
」（『
初

期
社
会
主
義
研
究
』
第
一
二
号

一
九
九
九
年
）、
倉
重
拓
「
幸
徳
秋
水
の
天
皇
観
を

再
考
す
る
―
社
会
主
義
と
君
主
政
体
の
弁
証
法
的
統
一
に
関
す
る
一
考
察
―
」（『
初

期
社
会
主
義
研
究
』
第
二
六
号

二
〇
一
六
年
）
な
ど
。

内
村
鑑
三
に
つ
い
て
は
、
主
に
以
下
の
先
行
研
究
を
参
照
し
た
。
松
沢
弘
陽
「
近

代
日
本
と
内
村
鑑
三
」（『
日
本
の
名
著
38

内
村
鑑
三
』
中
央
公
論
社

一
九
七
一

年
）、
太
田
雄
三
『
内
村
鑑
三
―
そ
の
世
界
主
義
と
日
本
主
義
を
め
ぐ
っ
て
―
』（
研

究
社
出
版

一
九
七
七
年
）、
佐
藤
全
弘『
希
望
の
あ
り
か
―
内
村
鑑
三
と
現
代
』（
一

九
九
一
年

教
文
館
）、
伊
東
正
悟
「
内
村
鑑
三
と
国
家
神
道
」（『
龍
谷
史
壇
』
第
一

〇
六
号

一
九
九
六
年
）、
岡
本
知
之
「
内
村
鑑
三
―
『
聖
書
之
研
究
』
の
誌
面
分
析

を
中
心
と
し
て
」（
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
編
『
近
代
天
皇
制
と
キ
リ
ス
ト

教
』
人
文
書
院

一
九
九
六
年
）、
小
原
信
『
内
村
鑑
三
の
生
涯
―
日
本
的
キ
リ
ス
ト

教
の
創
造
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
文
庫

一
九
九
七
年
）
な
ど
。

（2）

一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年
一
一
月
一
五
日
（『
週
刊

平
民
新
聞
』
近
代
史
研
究

所

一
九
八
二
年

一
頁
）。

（3）
「
ト
ル
ス
ト
イ
翁
の
非
戦
論
を
評
す
」『
平
民
新
聞
』（
第
四
〇
号
）
一
九
〇
四
（
明

治
三
七
）
年
八
月
一
四
日
（『
幸
徳
秋
水
全
集
』
第
五
巻

明
治
文
献
資
料
刊
行
会

二
四
一
頁
）。

（4）

拙
稿「
日
清
戦
争
期
に
お
け
る
非
戦
論
の
萌
芽
―
北
村
透
谷
と
木
下
尚
江
を
め
ぐ
っ

て
―
」（『
人
間
文
化
研
究
所
年
報
』
第
二
六
号

二
〇
一
五
年
）。

（5）
「
和
戦
を
決
す
る
者
」『
平
民
新
聞
』（
第
一
三
号
）
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
二

月
七
日
（『
幸
徳
秋
水
全
集
』
第
五
巻

七
九
頁
）。

（6）
「
社
会
党
の
戦
争
観
」『
平
民
新
聞
』（
第
四
一
号
）
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
八

月
二
一
日
（『
幸
徳
秋
水
全
集
』
第
五
巻

二
四
四
頁
）。

（7）

前
掲
「
和
戦
を
決
す
る
者
」（『
幸
徳
秋
水
全
集
』
第
五
巻

八
二
頁
）。

（8）
「
兵
士
を
送
る
」『
平
民
新
聞
』（
第
一
四
号
）
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
二
月
一

四
日
（『
幸
徳
秋
水
全
集
』
第
五
巻

八
四
頁
）。

（9）
「
非
戦
論
を
止
め
ず
」『
平
民
新
聞
』（
第
五
八
号
）
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
一

二
月
一
八
日
（『
幸
徳
秋
水
全
集
』
第
五
巻

二
八
七
頁
）。

（10）

例
え
ば
、
幸
徳
は
次
の
よ
う
に
強
硬
な
外
交
姿
勢
を
表
明
し
て
い
た
。

将
来
完
全
な
る
国
権
利
益
を
扶
持
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
列
国
と
協
同
一
致
の
運
動

を
為
す
に
際
し
て
、
兼
て
自
国
の
地
歩
を
確
保
す
る
に
於
て
、
決
し
て
一
歩
を

後
る
ゝ
を
許
さ
ず
、
是
れ
当
局
の
極
め
て
戒
心
せ
ざ
る
可
ら
ざ
る
所
也
。（『
幸

徳
秋
水
全
集
』
第
二
巻

三
五
五
頁
）

一
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そ
し
て
、
朝
鮮
問
題
に
関
し
て
も
、「
東
洋
平
和
」
を
名
目
に
次
の
よ
う
に
論
じ
て

い
る
。我

日
本
が
朝
鮮
の
独
立
を
扶
植
し
平
和
を
保
持
す
る
に
力
む
る
は
、
二
十
七
八

年
以
来
の
国
是
と
す
る
所
に
し
て
、
而
し
て
是
れ
我
国
家
存
立
の
為
め
に
必
要

の
条
件
た
る
也
、
而
し
て
更
に
是
れ
東
洋
平
和
の
担
保
者
を
以
て
任
ず
る
我
帝

国
の
使
命
た
る
也
、
若
し
朝
鮮
一
杯
の
土
壌
た
り
と
も
、
他
列
国
の
手
に
委
す

る
が
如
く
ん
ば
、
是
れ
実
に
将
来
帝
国
の
危
険
に
し
て
而
し
て
東
洋
平
和
の
危

険
也
、
我
日
本
は
今
後
の
危
機
に
際
し
て
は
、
例
令
朝
鮮
政
府
の
希
望
之
れ
な

し
と
す
る
も
、
猛
然
自
ら
進
ん
で
彼
を
幇
助
し
、
平
和
保
持
の
事
に
任
ぜ
ざ
る

可
ら
ず
。（『
幸
徳
秋
水
全
集
』
第
二
巻

四
一
五
頁
）

以
上
の
よ
う
な
、
帝
国
主
義
的
な
立
場
性
へ
の
自
覚
的
な
反
省
、
思
想
的
な
葛
藤

を
経
て
、
幸
徳
の
非
戦
論
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
ど
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
が
、
幸
徳
に
そ
の
よ
う
な
営
み
が
な
さ
れ
て
い
た
と
は

考
え
に
く
い
。

（11）
『
廿
世
紀
之
怪
物
帝
国
主
義
』
一
九
〇
一
年
（
明
治
三
四
）
年
四
月
二
〇
日
（『
幸

徳
秋
水
全
集
』
第
三
巻

一
三
五
頁
）。

（12）
「
日
本
の
民
主
主
義
」『
万
朝
報
』
一
九
〇
一
年
（
明
治
三
四
）
年
五
月
三
〇
日
（『
幸

徳
秋
水
全
集
』
第
三
巻

二
五
〇
頁
）。

（13）

木
下
に
よ
る
次
の
周
知
の
証
言
は
、幸
徳
の
社
会
主
義
思
想
が「
国
体
」（
天
皇
制
）

と
共
存
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

僕
の
演
説
は
、
勢
ひ
自
然
に
い
は
ゆ
る
「
国
体
論
」
に
触
れ
る
。
こ
れ
が
た
め

に
僕
は
筆
頭
の
危
険
人
物
に
な
つ
た
も
の
ら
し
い
。
幸
徳
が
非
常
な
不
満
で
あ

つ
た
。
／
或
日
、
幸
徳
は
ワ
ザ
〳
〵
尋
ね
て
来
て
、
／
『
君
、
社
会
主
義
の
主

張
は
、
経
済
組
織
の
改
革
ぢ
や
な
い
か
。
国
体
に
も
政
体
に
も
関
係
は
無
い
。

君
の
や
う
な
男
が
あ
る
た
め
に
「
社
会
主
義
」
が
世
間
か
ら
誤
解
さ
れ
る
。
非

常
に
迷
惑
だ
』
／
か
う
い
つ
て
僕
を
面
責
し
た
。（『
木
下
尚
江
全
集
』
第
一
一

巻

教
文
館

一
四
頁
）

（14）

前
掲
の
大
原
慧
『
幸
徳
秋
水
の
思
想
と
大
逆
事
件
』、
絲
屋
寿
雄
『
幸
徳
秋
水
研
究

（
増
訂
版
）』
参
照
。

（15）
「
林
三
十
六
郎
宛
書
簡
」年
月
日
不
詳（『
幸
徳
秋
水
全
集
』第
九
巻

五
七
八
頁
）。

（16）
『
社
会
主
義
神
髄
』
一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年
七
月
五
日
（『
幸
徳
秋
水
全
集
』

第
四
巻

五
一
九
頁
）。

（17）
「
余
が
思
想
の
変
化
（
普
通
選
挙
に
就
て
）」
日
刊
『
平
民
新
聞
』（
一
六
号
）
一
九

〇
七
（
明
治
四
〇
）
年
二
月
五
日
（『
幸
徳
秋
水
全
集
』
第
六
巻

一
四
五
頁
）。

（18）
「
新
見
卯
一
郎
宛
書
簡
」
一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年
六
月
一
〇
日
（『
幸
徳
秋
水

全
集
』
第
六
巻

四
五
五
頁
）。

（19）
（20）

前
掲
「
新
見
卯
一
郎
宛
書
簡
」（『
幸
徳
秋
水
全
集
』
第
六
巻

四
五
六
頁
）。

（21）
「
社
会
主
義
と
国
体
」『
六
合
雑
誌
』（
二
六
三
号
）
一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
一

一
月
一
五
日
（『
幸
徳
秋
水
全
集
』
第
四
巻

五
三
五
〜
五
三
六
頁
）。

（22）
「
大
森
駅
奉
送
記
」『
中
央
新
聞
』
一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
二
月
三
日
（『
幸
徳

秋
水
全
集
』
第
一
巻
所
収
）。

（23）
「
御
信
任
」『
万
朝
報
』
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
一
〇
月
六
日
、「
立
皇
太
子
妃

の
盛
儀
を
賀
し
奉
る
文
」『
万
朝
報
』
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
二
月
一
一
日
、「
皇

太
子
殿
下
の
大
礼
を
賀
し
奉
る
」『
万
朝
報
』同
年
五
月
一
〇
日
、「
皇
室
と
人
民
」『
万

朝
報
』
同
年
五
月
一
八
日
。
以
上
、『
幸
徳
秋
水
全
集
』
第
二
巻
所
収
。「
勅
語
下
る
」

『
万
朝
報
』
一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
三
月
一
五
日
、「
日
本
の
民
主
主
義
」『
万

一
二
三



朝
報
』
同
年
五
月
三
〇
日
。
以
上
、『
幸
徳
秋
水
全
集
』
第
三
巻
所
収
。

（24）

例
え
ば
、「
御
信
任
」と
い
う
記
事
に
お
い
て
、
幸
徳
は
藩
閥
政
治
を「
君
側
の
奸
」

の
論
理
か
ら
批
判
し
、
明
治
天
皇
の
「
御
信
任
」
と
民
意
が
対
立
す
る
は
ず
が
な
い

と
述
べ
て
い
る
。

深
仁
深
慈
、
五
条
の
御
誓
ひ
を
立
て
さ
せ
ら
れ
、
憲
法
を
発
布
し
給
ひ
、
議
会

を
開
設
せ
さ
せ
給
ひ
、
公
議
輿
論
の
権
化
と
も
仰
ぎ
奉
る
べ
き
我
皇
上
陛
下
の

御
信
任
が
常
に
人
民
の
信
頼
す
る
所
と
背
馳
し
給
ふ
と
は
、
我
等
は
如
何
に
し

て
も
信
じ
得
な
い
の
で
あ
る
…
…
上
陛
下
の
御
信
任
と
下
人
民
の
信
頼
が
背
馳

す
る
と
い
ふ
こ
と
は
決
し
て
な
い
。（『
幸
徳
秋
水
全
集
』
第
二
巻

一
四
五
〜

一
四
六
頁
）

ま
た
、「
皇
室
と
人
民
」
と
い
う
記
事
で
は
、
皇
室
と
人
民
の
関
係
性
を
次
の
よ
う

に
賛
美
し
て
い
る
。

我
皇
英
明
茲
に
見
る
あ
り
、
夙
に
万
機
公
論
を
誓
ひ
、
四
民
平
等
を
宣
し
て
、

（
マ
マ
）

一
視
同
仁
、
四
海
を
以
て
家
と
な
し
、
万
民
を
以
て
赤
字
と
し
、
直
ち
に
公
議

輿
望
の
代
表
者
断
行
者
と
し
て
、
大
に
皇
道
を
振
起
せ
り
、
故
に
見
よ
今
や
王

化
の
洽
く
行
は
れ
て
人
民
忠
良
の
心
熾
ん
な
る
こ
と
古
来
類
例
を
見
ず
、
過
般

東
宮
御
慶
事
に
際
し
て
、
人
民
奉
祝
の
赤
誠
を
表
せ
る
状
況
に
至
つ
て
は
、
真

に
万
邦
に
誇
る
に
足
る
者
あ
り
き
。（『
幸
徳
秋
水
全
集
』
第
二
巻

三
四
一
〜

三
四
二
頁
）

こ
こ
で
は
、「
文
王
が
霊
台
を
経
始
せ
し
は
…
…
仁
徳
の
炊
烟
を
望
み
し
は
」
云
々

（
同
上
、
三
四
一
頁
）
と
、
文
王
と
仁
徳
天
皇
の
故
事
に
も
触
れ
て
い
る
が
、
本
文

で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
幸
徳
に
お
い
て
は
儒
教
的
王
道
論
と
天
皇
制
は
矛
盾
す
る

こ
と
な
く
融
合
し
、
彼
は
社
会
主
義
の
理
想
を
こ
こ
に
こ
そ
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。

（25）

中
江
兆
民
の
「
無
神
無
霊
魂
」
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
中
川
洋
子
「
中
江

兆
民
―
そ
の
「
理
」
と
「
無
神
無
霊
魂
」
―
」（『
日
本
仏
教
史
論
叢
』
永
田
文
昌
堂

一
九
八
六
年
）
参
照
。

（26）
「
招
魂
祠
記
」『
奎
運
鳴
盛
録
』（
初
号
）
一
八
七
八
（
明
治
一
一
）
年
七
月
二
〇
日

（『
中
江
兆
民
全
集
』
11

岩
波
書
店

二
〜
三
頁
）。

（27）
『
一
年
有
半
』
一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
九
月
二
日
（『
中
江
兆
民
全
集
』
10

一
七
〇
頁
）。

（28）
『
続
一
年
有
半
』
一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
一
〇
月
一
五
日
（『
中
江
兆
民
全
集
』

10

二
四
七
頁
）。

（29）

前
掲
『
続
一
年
有
半
』（『
中
江
兆
民
全
集
』
10

二
四
七
頁
）。

（30）

前
掲
『
続
一
年
有
半
』（『
中
江
兆
民
全
集
』
10

二
四
二
頁
）。

（31）
「
堺
利
彦
宛
書
簡
」
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
五
月
三
〇
日
（『
幸
徳
秋
水
全
集
』

第
九
巻

二
四
八
頁
）。

（32）
『
内
村
鑑
三
全
集
』
3

岩
波
書
店

所
収
。

（33）
「
日
清
戦
争
の
義
」『
国
民
之
友
』（
二
三
四
号
）
一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
九
月

三
日
（『
内
村
鑑
三
全
集
』
3

一
〇
六
頁
）。

（34）
（35）
「
日
清
戦
争
の
目
的
如
何
」『
国
民
之
友
』（
二
三
七
号
）一
八
九
四（
明
治
二
七
）

年
一
〇
月
三
日
（『
内
村
鑑
三
全
集
』
3

一
四
四
頁
）。

（36）

前
掲
「
日
清
戦
争
の
目
的
如
何
」（『
内
村
鑑
三
全
集
』
3

一
四
一
頁
）。

（37）

前
掲「
日
清
戦
争
の
目
的
如
何
」（『
内
村
鑑
三
全
集
』3

一
四
二
〜
一
四
三
頁
）。

（38）

前
掲
「
日
清
戦
争
の
義
」（『
内
村
鑑
三
全
集
』
3

一
一
一
頁
）。

（39）
「
脱
亜
論
」『
時
事
新
報
』
一
八
八
五
（
明
治
一
八
）
年
三
月
一
六
日
（『
福
沢
諭
吉

全
集
』
第
一
〇
巻

岩
波
書
店

二
四
〇
頁
）。

一
二
四



（40）
「
ベ
ル
宛
書
簡
」
一
八
九
五
（
明
治
二
八
）
年
五
月
二
二
日
（『
内
村
鑑
三
全
集
』

36

四
一
四
頁
）。
原
文：

「T
he
trouble

w
ith
China

is
over

;or
rather,itis

said,to
be
over.T

he
w
ar
developed

allthe
goodness

and
boldness

in
our

nationaltem
per,and

the
kind

Providence
gave

us
a
check

for
the
latter

aspect
ofour

nature.A
“righteous

w
ar”
has
changed

into
a
piratic

w
ar

som
ew
hat,and

a
prophetw

ho
w
rote

its“justification”isnow
in
sham

e.

」

（41）
「
時
勢
の
観
察
」『
国
民
之
友
』（
三
〇
九
号
）
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
八
月
一

五
日
（『
内
村
鑑
三
全
集
』
3

二
三
三
頁
）。

（42）
「
マ
タ
イ
伝
福
音
書
（
五
章
九
節
）」（『
文
語
訳

新
約
聖
書
』
岩
波
書
店

二
〇

一
四
年

一
六
頁
）。

（43）
「
マ
タ
イ
伝
福
音
書
（
二
六
章
五
二
節
）」（
前
掲
『
文
語
訳

新
約
聖
書
』

七
三

頁
）。

（44）

た
だ
し
、
内
村
が
生
涯
を
通
し
て
〝
内
面
へ
の
沈
潜
〞
に
陥
る
こ
と
が
な
か
っ
た

か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
内
村
は
、
娘
ル
ツ
子
の
死
を
機
に
再
臨
信
仰
に
目

覚
め
、
つ
い
で
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
（
特
に
ア
メ
リ
カ
の
参
戦
）
を
決
定
的
な

契
機
と
し
、
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
一
月
か
ら
「
基
督
再
臨
運
動
」
を
本
格
化
さ

せ
た
。
そ
し
て
こ
の
過
程
で
、
内
村
が
人
間
の
努
力
に
よ
る
戦
争
の
廃
絶
に
絶
望
し
、

キ
リ
ス
ト
の
再
臨
に
よ
っ
て
の
み
真
の
平
和
が
実
現
し
得
る
と
の
終
末
論
的
信
仰
を

展
開
さ
せ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
例
え
ば
、
内
村
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。戦

争
は
罪
の
此
世
に
在
り
て
は
避
け
難
き
悪
事
で
あ
り
ま
す
、
是
れ
人
が
い
く

ら
努
力
し
て
も
廃
め
る
こ
と
の
出
来
な
い
事
で
あ
り
ま
す
…
…
去
ら
ば
戦
争
は

廃
ま
な
い
乎
と
云
ふ
に
必
ず
廃
み
ま
す
。
主
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
が
栄
光
を
以
て

天
よ
り
顕
は
れ
給
ふ
時
に
廃
み
ま
す
。（『
内
村
鑑
三
全
集
』
21

一
一
〇
頁
）。

こ
れ
は
、
言
わ
れ
る
よ
う
に
内
村
の
信
仰
の
深
化
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
〝
内
面

へ
の
沈
潜
〞
と
し
て
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（45）
「「
義
戦
」
の
迷
信
」『
万
朝
報
』
一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年
九
月
二
七
日
（『
内

村
鑑
三
全
集
』
11

四
二
四
〜
四
二
五
頁
）。

（46）
「
戦
争
廃
止
論
」『
万
朝
報
』
一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年
六
月
三
〇
日
（『
内
村
鑑

三
全
集
』
11

二
九
六
頁
）。

（47）
（48）
「
平
和
の
福
音
（
絶
対
的
非
戦
主
義
）」『
聖
書
之
研
究
』（
四
四
号
）
一
九
〇
三

（
明
治
三
六
）
年
九
月
一
七
日
（『
内
村
鑑
三
全
集
』
11

四
〇
四
頁
）。

（49）

前
掲
「
平
和
の
福
音
（
絶
対
的
非
戦
主
義
）」（『
内
村
鑑
三
全
集
』
11

四
〇
七

頁
）。

（50）

前
掲
「
平
和
の
福
音
（
絶
対
的
非
戦
主
義
）」（『
内
村
鑑
三
全
集
』
11

四
〇
八

頁
）。

（51）
「
ユ
ダ
ヤ
人
の
不
信
と
人
類
の
救
い
（
一
）」『
聖
書
之
研
究
』（
二
六
二
号
）
一
九

二
二
（
大
正
一
一
）
年
五
月
一
〇
日
（『
内
村
鑑
三
全
集
』
26

三
三
六
頁
）。

（52）

前
掲
「
ユ
ダ
ヤ
人
の
不
信
と
人
類
の
救
い
（
一
）」（『
内
村
鑑
三
全
集
』
26

三
三

七
頁
）。

（53）
「
山
県
五
十
雄
宛
書
簡
」
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
年
）
二
月
一
一
日
（『
内
村
鑑
三

全
集
』
37

一
〇
〜
一
一
頁
）。
原
文：

「H
ow
ever,m

y
old
patriotism

took
m
as-

tery
over

m
e
to-day

as
Iread

ofthe
m
agnificentvictory

over
the
Russian

navy,and
Igave

three
loud

“T
eikoku

banzai”to
be
heard

throughoutall

m
y
neighborhood.A

n
inconsistentm

an,Iam
!

」

（54）
「LO

N
G
LIV
E
T
H
E
EM
PERO

R!

」『
万
朝
報
』
一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年

一
二
五



一
一
月
三
日
（『
内
村
鑑
三
全
集
』
5

一
二
七
頁
）。
原
文
省
略
。

（55）
「
宮
部
金
吾
宛
書
簡
」
一
九
一
二
（
大
正
元
）
年
七
月
三
一
日
（『
内
村
鑑
三
全
集
』

37

四
九
九
頁
）。
原
文：

「Intensely
sorry

aboutthe
dem
ise
ofthe

Em
peror.

FeelasifIlostm
y
ow
n
father.

」

（56）

内
村
は
ま
た
、「
申
す
ま
で
も
な
く
明
治
天
皇
陛
下
の
崩
御
は
譬
へ
や
う
な
き
悲
痛

で
あ
り
ま
す
、
私
共
は
之
に
由
て
天
地
が
覆
へ
り
し
や
う
に
感
じ
ま
す
、
聖
書
に
謂

ふ
所
の
／
日
も
月
も
暗
く
な
り
、
星
そ
の
光
明
を
失
ふ
／
と
は
斯
か
る
状
を
云
ふ
の

で
あ
ら
ふ
と
思
ひ
ま
す
」（「
闇
中
の
消
息
」『
聖
書
之
研
究
』（
一
四
五
号
）
一
九
一

二
（
大
正
元
）
年
八
月
一
〇
日

『
内
村
鑑
三
全
集
』
19

二
〇
一
頁
）
と
も
述
べ

て
い
る
。

（57）
「
日
記
」
一
九
二
六
（
大
正
一
五
）
年
一
二
月
一
六
日
（『
内
村
鑑
三
全
集
』
35

一
二
九
頁
）。

（58）
「
日
記
」
一
九
二
六
（
大
正
一
五
）
年
一
二
月
一
八
日
（『
内
村
鑑
三
全
集
』
35

一
三
〇
頁
）。

（59）
「
日
記
」
一
九
二
六
（
昭
和
元
）
年
一
二
月
二
五
日
（『
内
村
鑑
三
全
集
』
35

一

三
二
頁
）。

（60）
「
日
記
」
一
九
二
六
（
昭
和
元
）
年
一
二
月
二
六
日
（『
内
村
鑑
三
全
集
』
35

一

三
三
頁
）。

（61）
「
モ
ー
セ
の
十
誡
（
十
誡
第
五
条
）」『
聖
書
之
研
究
』（
二
三
二
号
）
一
九
一
九
（
大

正
八
）
年
一
一
月
一
〇
日
（『
内
村
鑑
三
全
集
』
25

一
六
九
頁
）。

（62）

前
掲（「
モ
ー
セ
の
十
誡（
十
誡
第
五
条
）」（『
内
村
鑑
三
全
集
』
25

一
七
〇
頁
）。

（63）
「
我
が
奉
仕
の
途
」『
聖
書
之
研
究
』（
三
四
〇
号
）
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
一
一

月
一
〇
日
（『
内
村
鑑
三
全
集
』
31

三
五
六
頁
）。

（64）
「
日
記
」
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
三
月
一
二
日
（『
内
村
鑑
三
全
集
』
35

五
五

八
頁
）。

（65）
「
信
者
と
現
世
」『
聖
書
之
研
究
』（
一
六
五
号
）
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
四
月
一

〇
日
（『
内
村
鑑
三
全
集
』
20

三
二
五
頁
）。

（66）

前
掲
「
信
者
と
現
世
」（『
内
村
鑑
三
全
集
』
20

三
二
六
〜
三
二
七
頁
）。

（67）
「
信
仰
の
三
大
時
機
」『
聖
書
之
研
究
』（
二
一
一
号
）
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
二

月
一
〇
日
、「
信
仰
の
三
段
階
」『
聖
書
之
研
究
』（
二
一
三
号
）一
九
一
八（
大
正
七
）

年
四
月
一
〇
日
、「
基
督
再
臨
を
信
ず
る
よ
り
来
り
し
余
の
思
想
上
の
変
化
」『
聖
書

之
研
究
』（
二
二
一
号
）
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
一
二
月
一
〇
日
、
な
ど
参
照
（
以

上
、『
内
村
鑑
三
全
集
』
24

所
収
）

（68）
『
余
は
如
何
に
し
て
基
督
信
徒
と
な
り
し
乎
』
一
八
九
五
（
明
治
二
八
）
年
五
月
。

原
文
は
英
文
で
あ
る
が
、
訳
は
鈴
木
俊
郎
訳
『
余
は
如
何
に
し
て
基
督
信
徒
と
な
り

し
乎
』（
岩
波
文
庫

一
九
三
八
年

二
五
頁
）
を
用
い
た
。

（69）

内
村
の
神
道
観
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
伊
東
正
悟
「
内
村
鑑
三
と
国
家
神
道
」
が

鋭
く
分
析
し
て
い
る
。

（70）
「
余
の
信
仰
」『
聖
書
之
研
究
』（
二
二
四
号
）
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
三
月
一
〇

日
（『
内
村
鑑
三
全
集
』
24

四
八
七
頁
）。

（71）
「
山
上
雑
話
」『
聖
書
之
研
究
』（
二
二
九
号
）
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
八
月
一
〇

日
（『
内
村
鑑
三
全
集
』
25

九
八
〜
九
九
頁
）。

（72）
「
先
駆
者
ヨ
ハ
ネ
」『
聖
書
之
研
究
』（
二
六
九
号
）
一
九
二
二
（
大
正
一
一
）
年
一

二
月
一
〇
日
（『
内
村
鑑
三
全
集
』
27

二
六
三
〜
二
六
四
頁
）。

（73）

内
村
は
、
貞
明
皇
后
（
大
正
天
皇
の
皇
后
）
が
、
自
分
の
著
作
を
読
ん
で
「
異
国

の
い
か
な
る
教
入
り
来
る
も
／
と
か
す
は
や
が
て
大
御
国
ぶ
り
」
と
詠
ん
だ
こ
と
を

一
二
六



知
り
、
そ
の
感
慨
を
次
の
よ
う
に
日
記
に
記
し
て
い
る
。

車
中
皇
后
陛
下
の
御
近
詠
な
り
と
承
は
る
左
の
一
首
を
幾
回
と
な
く
拝
誦
し
奉

り
、
感
激
の
涙
を
禁
じ
得
な
か
つ
た
。
…
…
実
に
御
大
作
と
称
し
奉
ら
ざ
る
を

得
な
い
。
斯
か
る
偉
大
な
る
皇
后
陛
下
を
日
本
国
に
賜
は
り
し
こ
と
を
神
に
感

謝
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
実
に
陛
下
の
仰
せ
通
り
で
あ
る
。
基
督
教
も
日
本
に
入

り
来
り
て
西
洋
人
の
宗
教
と
し
て
は
存
ら
な
い
。
必
ず
や
日
本
人
の
と
か
す（
消

化
す
る
）
所
と
な
り
、「
大
御
国
ぶ
り
」
を
発
揮
す
る
で
あ
ら
う
。
然
り
既
に
幾

分
な
り
と
発
揮
し
た
り
と
信
ず
る
。
ま
こ
と
に
有
難
き
次
第
で
あ
る
。（『
内
村

鑑
三
全
集
』
34

四
九
三
〜
四
九
四
頁
）。

こ
こ
に
、
皇
室
の
権
威
に
す
り
寄
っ
て
い
く
内
村
の
姿
と
と
も
に
、
キ
リ
ス
ト
教

が
「
大
御
国
ぶ
り
」
に
同
化
さ
れ
る
こ
と
を
是
と
す
る
内
村
の
姿
も
確
認
で
き
る
。

内
村
の
思
い
が
ど
う
で
あ
れ
、普
遍
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
が
、「
大
御
国
ぶ
り
」

に
同
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
道
的
宗
教
性
に
よ
っ
て
そ
の
普
遍
性
が
骨
抜
き

に
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。こ
の
こ
と
を
内
村
は
全
く
理
解
で
き
て
い
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

（74）
「
吾
人
は
飽
く
ま
で
戦
争
を
非
認
す
」『
平
民
新
聞
』（
第
一
〇
号
）
一
九
〇
四
（
明

治
三
七
）
年
一
月
一
七
日
（『
幸
徳
秋
水
集
』
第
五
巻

六
六
頁
）。

（75）

前
掲
、
辻
野
功
「
幸
徳
秋
水
の
天
皇
観
」
一
二
四
頁
。

（76）
「
ア
ル
バ
ー
ト
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
宛
書
簡
」
一
九
〇
五
年
（
明
治
三
八
）
年
八
月
一
〇

日
（
塩
田
庄
兵
衛
編
『
増
補
決
定
版

幸
徳
秋
水
の
日
記
と
書
簡
』
未
来
社

一
九

九
〇
年

一
六
四
頁
。『
幸
徳
秋
水
全
集
』
第
九
巻

二
五
四
頁
）。

（77）

前
掲
、
辻
野
功
「
幸
徳
秋
水
の
天
皇
観
」

一
三
二
〜
一
三
三
頁
。

（78）

前
掲
、
飛
鳥
井
雅
道
「
幸
徳
秋
水
の
天
皇
像
」

九
七
頁
。

（79）

前
掲
、
倉
重
拓
「
幸
徳
秋
水
の
天
皇
観
を
再
考
す
る
」

二
一
〇
〜
二
一
一
頁
。

（80）
「
社
会
主
義
と
宗
教
」
一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年
二
月
一
五
日
（『
幸
徳
秋
水
全

集
』
別
巻
二

一
一
六
頁
）。

（81）

前
掲
「
社
会
主
義
と
宗
教
」（『
幸
徳
秋
水
全
集
』
別
巻
二

一
一
八
頁
）。
ま
た
、

エ
ル
フ
ル
ト
綱
領
（
一
八
九
一
年
）
に
触
れ
て
、「
信
仰
は
私
事
に
属
す
」（
同
上
、

一
一
九
頁
）と
い
う
有
名
な
条
項
を
引
い
て
い
る
が
、
幸
徳
も
同
様
の
宗
教
観
で
あ
っ

た
と
推
測
で
き
る
。

（82）
「
予
は
直
言
す
」
月
刊
『
直
言
』（
一
巻
一
号
）
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
一
月

五
日
（『
幸
徳
秋
水
全
集
』
第
五
巻

三
二
一
頁
）。

（83）

藤
田
省
三
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
精
神
の
一
側
面
―
近
代
日
本
思
想
史
に
お
け
る

普
遍
者
の
形
成
と
そ
の
崩
壊
―
」（『
藤
田
省
三
著
作
集
4

維
新
の
精
神
』
み
す
ず

書
房

一
九
九
七
年

初
出
は
一
九
五
九
年

九
一
頁
）。

（84）
「
余
の
基
督
教
」『
新
希
望
』（
七
一
号
）
一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
一
月
一
五
日

（『
内
村
鑑
三
全
集
』
14

八
頁
）。

﹇
付
記
﹈
本
稿
で
は
敬
称
を
す
べ
て
略
し
た
。

（
二
〇
一
七
年
四
月
六
日

脱
稿
）

（
い
の
う
え

だ
い
す
け：

人
間
文
化
研
究
所

客
員
研
究
員
）

一
二
七


